
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

はじめに  

人口減少によるコミュニティ崩壊の危機に対処するため、2017年 4月、市内で一斉に新

たな住民自治組織、「地域コミュニティ組織」が立ち上がりました。その活動拠点とするた

め、社会教育施設であった地区公民館を改変して、「コミュニティセンター」としました。 

旧公民館エリアを単位とする新たな組織で、行政区を補完するとともに、大同団結によ

って地域活性化のエネルギーを生み出すことが狙いでした。 

強い危機感から立ち上がった地域コミュニティ組織は、当面何をすべきかをまず議論し、

それぞれのやり方で地域課題の解決に取り組んできました。組織立ち上げの準備から今日

まで、いわば「無我夢中」の期間であったと思います。関係者の努力によって、一定の成

果も出てきました。 

その一方で、各地区が目指すべき将来像は、十分には示されていないままとなっていま

す。 

これまでの歩みも踏まえながら、そもそもこの組織は何を目指すのか、すなわち、目指

すべき地区の将来像は何かを議論し、まとめる時期に来たのではないかと思います。それ

は、それぞれの「地域に暮らす価値」とは何かを明らかにし、どのように維持・強化・創

造していくのかを定める作業でもあります。 

そこでまず、市全体の観点に立って現状と課題を整理し、「地域コミュニティビジョン」

を策定しました。市のコミュニティ施策推進の指針とするとともに、各地域コミュニティ

組織がそれぞれのビジョン（地域づくり計画）を策定する際の指針となることを目的とし

ています。 

ビジョンは「あるべき姿」のことであり、その姿と現状を比べることで、「やるべきこと」

が見えてくるはずです。 

各地域で、活発な議論が起こり、笑顔あふれる地域に向かってそれぞれのビジョンが明

らかになっていくことを願ってやみません。 

ビジョンの策定作業に携わっていただいた委員の皆様、パブリックコメントや地域・地

区説明会で貴重な意見や提案をお寄せいただいた地域コミュニティ組織の皆様、住民の皆

様に心から感謝申し上げます。 

2020年 2月 

豊 岡 市 
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第１章 地域コミュニティビジョン策定のねらい 

１ 地域コミュニティビジョン策定の趣旨と位置付け  

本市では、人口が減少し、少子化、高齢

化も進むことで、行政区個々の力が弱ま

り、行政区単独では解決できない課題が増

えてきています。このような状況の中、「自

分たちの地域は自分たちで守る」というこ

とを地域づくりの基本に置き、地区（旧地

区公民館の区域）における今後の地域づく

りの方向を示すため、2015年 2月に「豊岡

市新しい地域コミュニティのあり方方針」

（以下「あり方方針」という。）を定めまし

た。 

あり方方針に基づき、全 29 地区で地域

コミュニティ組織を立ち上げ、さらにその

活動拠点として、2017年4月に、それまでの地区公民館をコミュニティセンターに一新し、

住民の主体的な活動へつなげつつあります（図表 1－1）。単一集落の広がりを超えて地域

コミュニティづくりを考えたとき、人口減少や少子化・高齢化により、これまで単一集落

が担ってきた機能の受け皿を検討する必要があり、それらは今後、地域コミュニティ組織

で担うことが期待されます。 

また、あり方方針では、「住民が地域づくり全般に目を向け、やりがいをもって活動し、

地域に愛着と誇りをもっている」ことを地域コミュニティのめざす姿としています。この

ことは、「豊岡市いのちへの共感に満ちたまちづくり条例」（2012年制定）が示す住民の姿

を実践することそのものであるとしています。 

一方で、「地区がめざす姿」や「地区の将来像」については、十分に示すことができてい

ない現状があります。 

本ビジョンは、豊岡市いのちへの共感に満ちたまちづくり条例、豊岡市基本構想、あり

方方針、その他計画等の関連性を踏まえつつ（図表 1－2・1－3）、今後 10年間（2020年度

～2029年度）の市が考える地域コミュニティの将来像、また、それを実現するための方策

など、地区のめざす基本的方向性を示すものとします。 

構成としては、第 2章で「地域コミュニティの現状と課題」を整理した後、第 3章で「求

められる地域コミュニティ像－めざす将来像－」を提示します。そして、第 4章で「めざ

す将来像を実現するための方策」、第 5 章では本ビジョンで十分な議論ができなかった項

目を「まとめと課題」で、それぞれ示します。 

なお、本ビジョンは全市的な視点で記述していますが、具体的な将来像やその方策につ

いては、地区の実情によりさまざまであるため、それぞれの地区で「地域づくり計画」と

して定めることが必要です。地区住民の皆様にとって、本ビジョンが地域づくり計画の策

定や、今後の組織運営や活動の参考になれば幸いです。 
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図表 1-2 地域コミュニティビジョンの位置づけ 

 

図表 1-3 豊岡市基本構想 豊岡丸 

 
（出典）豊岡市基本構想 
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２ 地域コミュニティビジョン策定の流れ  

本ビジョン策定にあたり、「豊岡市地域コミュニティビジョン策定検討委員会」（以下、

委員会という）を設置し、2018年 6月 4日の第１回から計 7回の会議を開催し、検討を重

ねていただきました。また、住民説明会、パブリックコメント＊も実施し、最終的な案がま

とまりました。 

その後、庁内調整や議会への説明を行い、2020 年 2 月、「豊岡市地域コミュニティビジ

ョン」が完成しました（図表 1－4）。 

図表 1-4 地域コミュニティビジョン策定の流れ 

 
  

2018年

6月4日 第1回　 趣旨確認・論点整理

10月22日 第2回　 論点整理、策定のねらい、現状と課題、求められる地域コミュニティ像

11月20日 第3回　 求められる地域コミュニティ像、めざす将来像を実現するための方策

2019年

2月18日 第4回　 めざす将来像を実現するための方策

5月27日 第5回　 積み残し、全体検討

7月16日 第6回　 積み残し、全体検討

2019年

11月1日 第7回　 ま　と　め

2019年

12月 地域コミュニティビジョン（案）　完成

2020年

2月 地域コミュニティビジョン　完成

豊岡市地域コミュニティビジョン策定検討委員会

豊岡市地域コミュニティビジョン策定検討委員会

豊岡市地域コミュニティビジョン策定検討委員会

豊岡市役所 関係課ヒアリング

2019年

1月 素案への意見聴取、地域との協働状況、地区担当職員等

2019年

8月25日・26日 地域コミュニティ組織・住民説明会

8月26日～10月9日 パブリックコメント

2020年

1月～2月 庁内調整、議会への説明
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第２章 地域コミュニティの現状と課題 

１ 地域の現状と課題  

（１）人 口 

豊岡市の総人口は、戦前約 9万人で推移し、戦後の団塊世代の出産期（1947年～1949年）

に 10.3 万人で最多を数えました。その後緩やかに減少し、2020 年現在 7.7 万人となって

います。今後人口減少ペースは加速するとみられ、2040年には 5.8万人、2060年には 3.9

万人に落ち込む見込みです（図表 2－1）。 

このような市全域の総人口推移は、2005 年の合併前の市町村別にみると大きく異なり、

旧竹野町、旧但東町は、1920年の国勢調査以来、人口減少の一途をたどっています。また、

旧日高町、旧出石町は 1947年に、旧城崎町は 1965年に、旧豊岡市は 1995年に、それぞれ

人口ピークを迎え、その後人口減少期に入っています（図表 2－2）。 

また、2015 年と 2024 年の人口推移を市内 29 の地区ごとにみると、全 29 地区で人口が

減少しています（図表 2－3）。 

この人口減少はさらなる少子化・高齢化を伴いながら進行することから、推計のとおり

に人口減少が進むとすると、豊岡市はコミュニティの崩壊・消滅、公共交通網の崩壊、地

域経済の衰退、財政悪化に伴う行政サービスの低下、医療・介護などの社会保障費の増大

等、深刻な打撃を受けることは明らかです。（図表 2－4・2－5・2－6・2－7） 

図表 2-1 豊岡市の総人口の推移と将来推計 

 
（出典）豊岡市人口ビジョン 
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図表 2-2 現豊岡市と合併前の旧市町別・総人口の推移 

単位：人 

 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 

豊岡市 96,086 94,163 93,859 92,752 89,208 85,592 82,250 77,489 

旧豊岡市 47,712 47,244 47,742 47,308 45,997 44,598 43,375 41,827 

旧城崎町 4,958 4,748 4,592 4,345 3,973 3,778 3,519 3,125 

旧竹野町 6,306 6,018 5,880 5,751 5,444 4,973 4,496 4,115 

旧日高町 19,325 18,822 18,666 18,410 17,697 17,242 16,609 15,517 

旧出石町 11,204 11,001 10,917 11,207 10,824 10,259 9,996 9,160 

旧但東町 6,581 6,330 6,062 5,731 5,273 4,742 4,255 3,745 

（出典）豊岡市人口ビジョン、2020年は総務省「国勢調査」 

図表 2-3 豊岡市の地区別人口推移 

単位：人 

 2015年 2024年 増減  2015年 2024年 増減 

豊 岡 地 区 9,339 8,175 ▲1,164 八 代 地 区 761 606 ▲ 155 

八 条 地 区 5,331 5,291 ▲ 40 日 高 地 区 7,925 7,387 ▲ 538 

三 江 地 区 3,527 2,962 ▲ 565 三 方 地 区 2,740 2,286 ▲ 454 

田 鶴 野 地 区 2,797 2,717 ▲ 80 清 滝 地 区 1,635 1,397 ▲ 238 

五 荘 地 区 11,906 11,698 ▲ 208 西 気 地 区 840 664 ▲ 176 

新 田 地 区 3,441 3,348 ▲ 93 弘 道 地 区 4,053 3,528 ▲ 525 

中 筋 地 区 1,981 1,687 ▲ 294 菅 谷 地 区 689 522 ▲ 167 

奈 佐 地 区 1,192 914 ▲ 278 福 住 地 区 1,524 1,375 ▲ 149 

港 地 区 2,929 2,331 ▲ 598 寺 坂 地 区 615 499 ▲ 116 

神 美 地 区 2,166 1,947 ▲ 219 小 坂 地 区 1,997 1,661 ▲ 336 

城 崎 地 区 3,559 3,019 ▲ 540 小 野 地 区 1,278 1,064 ▲ 214 

竹 野 南 地 区 1,106 862 ▲ 244 資 母 地 区 1,807 1,425 ▲ 382 

中 竹 野 地 区 685 561 ▲ 124 合 橋 地 区 1,848 1,481 ▲ 367 

竹 野 地 区 2,912 2,480 ▲ 432 高 橋 地 区 874 692 ▲ 182 

国 府 地 区 3,263 2,924 ▲ 339 市 全 体 84,720 75,503 ▲ 9,217 

（出典）住民基本台帳（各年 3月末日現在） 
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図表 2-4 豊岡市の年齢性別・純移動数、若者回復率（2015～2020年） 

 
（出典）豊岡市経営企画課 

図表 2-5 豊岡市の若者回復率の推移 

 
1980年→ 

1985年 

1985年→ 

1990年 

1990年→ 

1995年 

1995年→ 

2000年 

2000年→ 

2005年 

2005年→ 

2010年 

2010年→ 

2015年 

2015年→ 

2020年 

10代の転出超過数 A(人) 3,399 3,613 2,885 3,067 3,009 2,587 2,130 2,063 

20代の転入超過数 B(人) 1,115 1,000 1,516 1,505 861 884 842 728 

回復率 B/A 32.8% 27.7% 52.6% 49.1% 28.6% 34.2% 39.5% 35.3% 

（出典）豊岡市人口ビジョン、2020年回復率は総務省「国勢調査」を基に算出 

図表 2-6 豊岡市の合計特殊出生率（国勢調査ベース）の推移 

単位：人 

 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 

豊岡市 2.08 1.82 1.75 1.85 1.63 1.94 1.71 1.65 

（出典）兵庫県「保健統計年報」 

図表 2-7 豊岡市の 20歳～39歳女性に占める未婚率の推移 

 
（出典）豊岡市経営企画課 
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図表 2-10 豊岡市のごみ収集量 

単位：ｔ 

（出展）豊岡市統計書 

※2013、2014年度は災害ごみを含む 

2013年度は管外ごみを含む 

図表 2-9 豊岡市の耕作放棄地面積の変化 

 

（２）地域環境 

本市の自然環境については、市域がユネスコ世界ジオパークに加盟認定された「山陰海

岸ジオパーク」エリアにあり、また、コウノトリの人里での野生復帰をめざすという世界

でも類をみない取組みも進めています。 

生活環境に着目すると、土地課税評価に基づく土地利用の状況について、一次産業や生

物多様性に関わりが深い田畑等が微減傾向にあります。また、農地のうち市全体の耕作放

棄地＊面積は 2005 年が 389ha、2010 年には 430ha、2015 年には 503ha と増加しています。

他方、宅地面積は微増傾向にあります（図表 2－8・2－9）。このことから、中山間地域＊等

の農村部では田畑の適切な管理を、都市的地域＊では過度な開発を防ぎ、風景の保全に努め

ることが求められています。一方、ごみの収集量について 2012年と比較すると減少傾向に

あり、環境負荷を減らすことに貢献しているものと考えられます（図表 2－10）。 

また、高齢者が増えているため、ごみステーションまでのごみ出しやクリーン作戦、水

路の清掃などができにくくなっているなど、新たな問題も生まれ始めています。 

山陰海岸ジオパークやコウノトリといった貴重な地域資源は人々の営みの中で守り育ま

れていくものであり、身近な生活環境を地域ぐるみで保全していくことが求められます。 

図表 2-8 豊岡市の土地課税評価に基づく土地利用状況 

単位：千㎡ 

 総数 宅地 田 畑 山林 原野 
雑種地 

及び池沼 
その他 

2013年 697,660 16,651 45,935 11,650 246,399 2,473 7,596 366,956 

2014年 697,660 16,708 45,900 11,611 247,456 2,462 7,708 365,815 

2015年 697,550 16,801 45,853 11,588 247,966 2,456 7,783 365,103 

2016年 697,550 16,844 45,824 11,576 246,391 2,456 7,814 366,645 

2017年 697,550 16,903 45,825 11,609 246,840 2,470 7,866 366,037 

2018年 697,550 17,021 45,880 11,631 247,524 2,464 8,034 364,996 

2019年 697,550 17,078 45,761 11,637 246,257 2,469 8,289 366,059 

2020年 697,550 17,137 45,712 11,644 247,208 2,467 8,422 364,960 

2021年 697,550 17,221 45,623 11,660 246,982 2,438 8,544 365,082 

2022年 697,550 17,269 45,541 11,608 246,929 2,445 8,723 365,035 

2023年 697,550 17,374 45,471 11,635 246,238 2,450 8,759 365,623 

※その他の欄には、市全域の面積（697.55k㎡）から各地目の面積を差し引いたものを計上しており、 （出典）豊岡市統計書 

主に土地の縄伸び分や、河川、道水路等の面積が含まれている。 

 

（出典）農林水産省「農林業センサス」 

 計 計画収集 一般搬入 

2012年度 28,941 15,767 13,174 

2013年度 28,936 15,353 13,583 

2014年度 28,983 15,130 13,853 

2015年度 28,943 15,417 13,526 

2016年度 27,185 14,782 12,403 

2017年度 26,776 14,537 12,239 

2018年度 26,603 14,408 12,195 

2019年度 26,806 14,479 12,327 

2020年度 26,219 14,392 11,827 

2021年度 25,850 14,022 11,828 

2022年度 25,609 14,319 11,290 

113

25

51

96

62

42

109

24

49

129

64
55

145

25

52

151

67 63

0

20

40

60

80

100

120

140

160

豊岡地域 城崎地域 竹野地域 日高地域 出石地域 但東地域

（ha）

2005年 2010年 2015年

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
現
状
と
課
題 

第
２
章 



 

8 

 

（３）子育て 

豊岡市では人口減少とともに子どもの数が減少し、将来においてもその傾向が継続する

と考えられます。 

6歳未満の子どもがいる世帯の分布を調べると、豊岡地域の中心部が多く、その他城崎、

日高及び出石の各地区中心部にも点在していますが、竹野及び但東の各地区では 6歳未満

の子どもがいる世帯が少なくなっています。 

しかし、核家族化が進む一方で、子育て中の母親の就労意欲は高まっており、市街地の

保育所等では入所定員を大幅に超えても受け入れる弾力的な運用＊を行っています（図表 2

－11）。 

また、各小学校区に開設している放課後児童クラブについても、利用ニーズの高まりと

ともに利用者が増加する傾向にありましたが、少子化の進行により、利用者が減少傾向に

あります（図表 2－12）。 

このような中、子育てについては、地域の中で保護者同士や地域の人々とのつながりを

もち、学校園・家庭・地域等が連携協力し、保護者や子ども同士の交流を深化させていく

必要があります。 

図表 2-11 豊岡市の保育所等の入所率（地域別推移） 
単位：人 

 

2020年 2021年 2022年度 2023年度 

定員 

月平均 

入所 

児童数 

入所率 定員 

月平均 

入所 

児童数 

入所率 定員 

月平均 

入所 

児童数 

入所率 定員 

月平均 

入所 

児童数 

入所率 

豊 岡 地 域 1,000 1,101 110.1% 1,015 1,115 109.9% 1,055 1,075 101.9% 1,105 1,121 101.4% 

城崎・港地域 150 162 108.0% 150 159 106.0% 150 144 96.0% 150 133 88.7% 

竹 野 地 域 80 80 100.0% 60 73 121.7% 60 74 123.3% 60 74 123.3% 

日 高 地 域 490 575 117.3% 480 568 118.3% 480 565 117.7% 480 516 107.5% 

出 石 地 域 200 259 125.9% 200 245 122.5% 200 218 109.0% 200 205 102.5% 

但 東 地 域 120 78 65.0% 120 79 65.8% 120 75 62.5% 90 75 83.3% 

計 2,040 2,255 110.5% 2,025 2,239 110.6% 2,065 2,151 104.2% 2,085 2,124 101.9% 

（出典）豊岡市教育委員会 

図表 2-12 豊岡市の放課後児童クラブ利用状況 

 
（出典）豊岡市教育委員会 
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（４）学校教育 

市内 29の小学校の児童数の推移（2014年度～2024年度）によると、ほとんどの小学校

で児童数が減少しています。中には、この 10年間で児童数が半減している小学校もあり、

7つの小学校が統合により廃校になりました（図表 2－13）。 

全体の児童数は減少する一方、不登校児童生徒数は増加する傾向にあります。児童生徒

の内面に関わる問題であるためその原因の特定はできませんが、就学前の生育歴や本人の

発達特性等が就学後の人間関係や学校生活への適応状況の形成に影響し、不登校に陥ると

いうケースが少なからずあります（図表 2－14）。 

また、特別な支援が必要な子どもたちへの教育的ニーズに対応するため、特別支援教育

支援員の配置や特別支援教育の視点を取り入れた指導に関する研修会の実施等の取組みを

行っています。 

近年、これらの取組みへの要請が増加していることは、「豊岡市小・中学校への特別教育

支援員の配置に係る申請者数の推移」（図表 2－15）からもわかります。 

このような中、インクルーシブ教育＊システムの構築を見据え、教職員のニーズに合わせ

た専門性のある研修機会を増やすなど、より一層、特別支援教育の充実を図っていく必要

があります。 

図表 2-13 豊岡市の小学校児童数の推移 

単位：人 

地域名・ 

小学校名 
2014年度 2019年度 2024年度 

 地域名・ 

小学校名 
2014年度 2019年度 2024年度 

豊

岡 

豊 岡 396 396 325  

日

高 

府 中 212 183 158 

八 条 372 354 326  八 代 41 36 20 

三 江 158 175 110  日 高 430 459 406 

田 鶴 野 164 166 131  静 修 48 50 - 

五 荘 732 720 717  三 方 113 128 95 

新 田 201 182 200  清 滝 112 85 72 

中 筋 119 97 64  

出

石 

弘 道 217 223 178 

奈 佐 66 36 -  福 住 136 108 96 

港 東 62 50 -  寺 坂 22 26 - 

港 西 55 45 -  小 坂 105 96 75 

港 - - 85  小 野 61 63 55 

神 美 129 146 104  
但

東 

合 橋 80 62 72 

城崎 城 崎 152 159 126  高 橋 26 28 - 

竹

野 

竹 野 118 108 138  資 母 59 59 49 

中 竹 野 35 23 -  
合 計 4,450 4,277 3,602 

竹 野 南 29 25 -  

（出典）豊岡市教育委員会 
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図表 2-14 豊岡市の不登校児童生徒数の推移 

 
（出典）豊岡市教育委員会 

図表 2-15 豊岡市小・中学校への特別教育支援員の配置に係る申請者数の推移 

 
（出典）豊岡市教育委員会 
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（５）社会教育 

多くの地域コミュニティ組織は、各種講座やスポーツ大会、文化祭などの社会教育活動

を地区公民館時代から継承しており、地域住民の自発的・主体的運営を通じて、地域コミ

ュニティづくりの礎を築いています。その拠点となるコミュニティセンターは、これらの

活動を通じて、住民が活躍できる場として、住民の居場所と出番づくりを創出してきまし

た。また、小学校区と重なっている場合も多く、古くからの濃密な付き合いにより人間関

係をつくりやすい環境にあることから、人材力を高めていく機能も持ち合わせてきました。

しかし、地域事情や住民の価値観が変化しつつある中、旧態依然の取組みであればマンネ

リ化やメンバーの固定化等を生み、その機能が発揮されない場合もあります。 

一方、学校教育の現場では、総合的な学習等を通じて、子どもたちが学びと実践の一体

化を進める動きもあります。その中で社会的包摂＊やふるさと教育＊、伝統文化の継承等、

学校と地域社会が協働的な立場から教育を進め、学校教育と社会教育の双方がそれぞれの

主体性を保持した「学社協働化」という考えも生まれてきています。 

このような背景から、広く地区住民の声を汲み上げ、人材育成とともに個人の知識、技

術、経験を集結させて、地域課題の解決にあたる人材力を高め、学びの成果を地域づくり

に活かしていくことが今後の社会教育のあるべき姿といえます。このことから地域と関わ

り、ともに学び合うことに喜びを見いだす人が多く生まれるような取組みや仕掛けづくり

が求められています。 

（６）防災 

本市では、これまでに数多くの自然災害に見舞われてきました（図表 2－16）。特に、2004

年 10月の台風 23号は、1959年の伊勢湾台風に次ぐ史上 2番目の浸水戸数（7,944戸）と

なりました。また、1925年の北但馬地震では、死者 428名、全焼・全半壊合わせて 3,477

戸もの被害がありました。 

地域に目を向けると、中山間地域＊といった農村部では、土砂災害防止法に基づく警戒区

域＊や特別警戒区域＊が非常に多く、一方で都市的地域＊等の円山川沿川では、海抜が低く、

浸水被害の危険が高い地域が多いという特徴があります。 

地区住民の防災組織のうち、自主防災組織＊の組織率は 8 割を超えるものの、地域ぐる

み、とりわけ行政区単位の防災活動の取組みには地域差があるといえます（図表 2－17）。

近年ではゲリラ豪雨や長雨を起因とする浸水被害や土砂災害等が発生しているほか、地震

に関しては、1999年に兵庫県が行った地震被害想定調査において、甚大な被害が想定され

ています。このことから、地域の立地条件や災害リスクを正しく理解したうえで、地域ぐ

るみで防災・減災に取り組むことが必要です。 

また、地域の防災力の中核である消防団については、定数割れが常態化している地域が

増加しつつあり、災害対応に支障が生じるおそれがあります（図表 2－18）。 
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図表 2-16 円山川の主な洪水履歴 

 洪水要因 
流域平均 

2日間雨量 

最高水位 

（立野） 

2018年 西日本豪雨 327mm 6.96m 

2004年 台風 23号 278mm 8.29m 

1990年 秋雨前線・台風 19号 364mm 7.13m 

1979年 台風 20号 211mm 6.74m 

1976年 台風 17号 322mm 6.92m 

1965年 台風 23号 191mm 6.86m 

1961年 第二室戸台風 184mm 6.87m 

1959年 伊勢湾台風 253mm 7.42m 

（出典）豊岡市市勢要覧「とよおか豆辞典 2020」 

図表 2-17 豊岡市の 2023年度自主防災組織実態調査の結果（地域別） 

単位：行政区 

地 域 
対象 

区数 

組織状況（「規約」の有無） 

組織あり 組織なし 

区数 率 区数 率 
うち結成予定あり うち結成予定なし 

区数 率 区数 率 

豊 岡 123 114 92.7% 9 7.3% 5 55.6% 4 44.4% 

城 崎 31 11 35.5% 20 64.5% 2 10.0% 18 90.0% 

竹 野 42 32 76.2% 10 23.8% 1 10.0% 9 90.0% 

日 高 70 61 87.1% 9 12.9% 2 22.2% 7 77.8% 

出 石 51 44 86.3% 7 13.7% 2 28.6% 5 71.4% 

但 東 42 33 78.6% 9 21.4% 3 33.3% 6 66.7% 

合 計 359 295 82.2% 64 17.8% 15 23.4% 49 76.6% 

（出典）豊岡市危機管理課 

※組織率＝組織ありの区÷全区数 N=359 

図表 2-18 豊岡市消防団 団員数の推移 

組 織 
定数 

（人） 

団員数（人） 

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 

豊岡消防団 505 477 469 465 460 462 447 445 446 420 416 

城崎消防団 150 134 136 136 128 130 127 127 126 121 114 

竹野消防団 213 304 301 294 285 280 273 267 264 212 198 

日高消防団 583 582 580 581 578 581 575 579 577 551 544 

出石消防団 380 374 374 368 364 367 366 360 352 348 348 

但東消防団 254 236 234 237 227 228 230 215 212 208 198 

合 計 2,085 2,107 2,094 2,081 2,042 2,048 2,018 1,993 1,977 1,860 1,818 

（出典）豊岡市危機管理課 
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（７）健康福祉 

本市では、高齢者、特に後期高齢者の増加に伴い、要支援・要介護認定を受けた高齢者

が増加しており、2020年 9月末現在で 4,996人となっています。団塊の世代が後期高齢者

となる 2025年には 5,231人と、今後ますます増加していくことが予想されています（図表

2－19）。 

また、地域を含め社会全体として、心身の障がいそのものや障がい者への理解が、十分

進んでいない現状があります。 

それに加えて、認知症の親と障がいのある子が同居する世帯、高齢の両親と引きこもり

状態の子が同居する世帯、ごみ屋敷の問題など、複合的な問題を抱える世帯や既存の福祉

制度の対象にならない「制度の狭間」に陥るケースが問題となっています。 

このことは、核家族化の進展や住民の意識の変化もあり、人のつながりが希薄化したこ

とで、本来世帯内や親族間で支え合っていた仕組みが弱まり、福祉的支援を必要とする複

合的な問題を抱える世帯が孤立していることが、状況を悪化させる要因の一つになってい

ます。このことから、高齢者等安心見守り活動や、サロン活動など一人暮らし高齢者等が

地域とのつながりをもちながら暮らしていける活動を定着させる必要があります。 

一方、健康分野では、後期高齢者がますます増加することから、介護予防のための健康

づくりを多くの住民に広げることが課題となっており、市は住民主体の健康づくり活動と

して、「玄さん元気教室」を自主運営できるように支援しています。2012 年に 4 行政区か

らスタートし、2024 年 10 月末現在、行政区単位で 203 団体が「玄さん元気教室」を実施

しています（図表 2－20）。参加者自身の健康づくりが主な目的ですが、同じ区の住民への

見守り的機能や世代間交流などにも効果があります。 

「玄さん元気教室」の実施団体・参加者数は増加しつつありますが、活動のマンネリ化

や参加者が減少するなど、活動力が低下している団体もあります。 

 
豊岡市マスコット 玄さん 
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図表 2-19 豊岡市の人口・後期高齢者・介護認定者数の推移予想 

 
（出典）豊岡市高年介護課 

図表 2-20 豊岡市の 2024年度末の玄さん元気教室の実施状況（行政区・地区） 

 
（出典）豊岡市健康増進課 

※地区名が囲みの場合はコミュニティで教室開催 

  

13,581 14,025 14,548 15,286 16,258 

3,873 

4,704 
4,996 

5,231 

5,385 

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

2010 2015 2020 2025 2030

75歳以上人口 75歳未満人口 介護認定者数

31

9
10 10

17

8
9

12

7

10

31

17

9

17

13

9

18

16

7 7

16

5

9

4

13

4

17

15

10

14

4

7

5

10

3

6

9

5
4

5

8

5

7
8

3

16

13

6 6

9

0

5

3

12

4

10 10

6

0

5

10

15

20

25

30

35

豊
岡

八
条

三
江

田
鶴
野

五
荘

新
田

中
筋

奈
佐

港 神
美

城
崎

竹
野

中
竹
野

竹
野
南

国
府

八
代

日
高

三
方

清
滝

西
気

弘
道

菅
谷

福
住

寺
坂

小
坂

小
野

資
母

合
橋

高
橋

行政区数 行政区実施数

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
現
状
と
課
題 

第
２
章 

人口

（人） 

認定者

（人） 

※（  ）は総人口 

（89,039） 
（85,010） 

（80,010） 

（70,184） 
（74,543） 



 

15 

 

（８）居住環境 

本市の公共交通機関は、鉄道路線として JR山陰本線と京都丹後鉄道が通っており、通勤

通学での利用の割合が高くなっています（図表 2－21）。 

バス路線網については、民間路線バス、市街地循環バス（コバス）、市営バス（イナカー）、

地域主体交通（チクタク）で構成されています（図表 2－22）。 

これらの路線網は主要な鉄道駅や地域の中心部を起点に、農山漁村部の集落までネット

ワークが構築されており、鉄道駅や停留所までの徒歩圏（駅 800ｍ、停留所 300ｍ）の対人

口カバー率は 96％となっていますが、特に山間部では路線の存続が問題となっており、住

民が積極的に利用することで、この公共交通ネットワークを維持していくことが求められ

ます。 

また、空家に目を向けると、本市の空家数は、2008 年の 6,280 戸から 2018 年の 5,850

戸に減少し、空家率も 18.0%から 16.2%に減少していますが、国や兵庫県の空家率 13.0%前

後と比較すると依然高い水準になっています（図表 2－23）。 

空家は、著しく老朽化が進んだ場合は、地域にとって好ましくないものになってしまい

ますが、適切な利活用を行うことができれば、地域の資源になり得るものもあります（図

表 2－24）。 

今後、ますます人口が減少する中で、管理が不十分な空家が増加していくことが予想さ

れます。空家の発生要因では、「居住者の死亡」、「施設入所・入院」、「転居」が上位を占め

ており、地域での日常的な交流による情報取得や働きかけの重要性が増しています。また、

相続により空家の所有者が複数存在する場合や、相続人（所有者）がいない場合には、空

家が適切な管理をされることなく放置されることが多く、地域の居住環境を悪化させる一

因にもなっています。 

図表 2-21 豊岡市の JR乗客数（2016年度） 

駅 名 普 通 定 期 合 計 

豊 岡 292,000人 396,390人 688,390人 

城崎温泉 296,380人 78,840人 375,200人 

竹 野 49,275人 46,355人 95,630人 

江 原 72,270人 149,650人 221,920人 

（出典）JR西日本 

図表 2-22 豊岡市の各種バス運行状況（2023年度） 

 全但バス コバス イナカー 

営業キロ数 202.5km 21.5km 72.5km 

停 留 所 数 323ヵ所 35ヵ所 130ヵ所 

在籍車両数 50台 2台 11台 

（出典）全但バス、豊岡市都市整備課 
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図 2-23 豊岡市の住宅総数と空家数・空家率の推移 

（出典）豊岡市空家等対策計画 

図表 2-24 豊岡市の危険空家＊の調査結果（2022年度） 

（2022年 12月末現在） 

地区 
地
区
数 

現地調査結果（戸数） 

特定空家等 

①早急に対応が

必要と思われる

特定空家等候補 

②このまま放置

すれば将来特定

空家等候補に該

当すると思われ

る空家 

③その他の空家

(①及び②に該

当しない空家） 

計 

豊岡 123 0 3 16 25 44 

城崎 30 0 0 2 0 2 

竹野 42 0 2 3 7 12 

日高 69 2 4 3 26 35 

出石 51 0 2 4 5 11 

但東 42 2 6 11 22 41 

合計 357 4 17 39 85 145 

（出典）豊岡市空家等対策計画 

※この表においては、地区数とは行政区数のこと。 

※地区数については、城崎地域の上山住宅町内会（行政区）と竹野地域の段、日高地域の国府テラスの 

公営住宅自治会（行政区）を除いている。 

※各空家戸数は、自治会（行政区）からの報告を基に調査したもの。 
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（９）伝統・文化 

豊岡市内には、但馬国分寺跡や山名氏城跡などの史跡、出石城下町などの歴史的な街並

み、出石神社や温泉寺をはじめとした社寺、豊岡杞柳細工や城崎麦わら細工などの伝統工

芸といった市内外に知られた数多くの歴史文化遺産があります。 

また、身近な地域には、四季の祭礼をはじめ、その地域の住民によって大切に守られて

きた地域固有の貴重な文化遺産が多くあります。 

それらは、有名ではなくても、その地域の住民にとっての誇りであったり、地域コミュ

ニティへの帰属意識の源となったりする場合があります。 

しかし、急速に進む人口減少や少子高齢化による担い手の減少、生活様式の変化など社

会的背景の中、多くの歴史文化遺産の保存・継承が困難な状況にあります。さらに、世代

間の文化継承の機会や仕組みがないこと等により、若年世代を中心にこれらの遺産が十分

に認知されず、地域の活性化に活かされていないといった課題もあります。 

特に都市的地域＊では、その地区に新しく入ってきた住民も多く、一般的には、地区内の

歴史文化遺産の存在や意味について認知度が低く、その継承や活用の意義が十分認識され

ていない傾向があります。 

一方、中山間地域＊では、若年人口の減少により、担い手不足となり、まつり等の伝統文

化の継承が困難になってきています。 

このような現状の中、地域の歴史文化遺産を継承し、地域活性化に活用していくために

は、「地域の宝もの」を自ら発見し、調べ学ぶ中で“楽しみ”を見いだすことや発信し、そ

の結果として、地区内外の住民がその価値を共有することが求められます。 

また、市では、こうした歴史文化遺産とともに、現代芸術も含めた文化芸術によるまち

づくりも進めていますが、まだ多くの住民に理解されているとはいえないといった課題も

あります。 

しかし、定住促進や観光振興、産業振興などにおいて地域間競争が激化する中で、地域

の魅力を高め、地域活力の向上を図っていくため、地域の歴史文化、芸術を有効に活かし

ていくことが必要となっていることも事実といえます。 

（10）産業 

豊岡市の 2020年における産業別就業者の構成比は、第３次産業就業者が 66.6%と最も高

く、次いで第２次産業就業者が 26.6%、第１次産業就業者が 5.6%となっています。 

第１次産業就業者について農業は、専業・兼業農家数が年々減少しており、特に第２種

兼業農家＊数が激減しています（図表 2－25）。それに伴い、経営耕地面積の減少にも歯止

めがかからない状況です（図表 2－26）。同様に、林家数、漁業経営体数も減少がみられ（図

表 2－27・2－28）、第 1次産業全体の担い手が減少しています。 

また、人口の減少とともに商店数も減少しています（図表 2－29）。中心市街地では、大

型商業施設の進出や商店街としての魅力低下により中心商業地としての機能低下が進み、

空洞化が進行しています。 

一方で、市区町村別で出荷額が日本一になったかばん関係に目を向けると、事業所数、

従業員数ともに 2015 年までは増加傾向でしたが、以降は減少に転じています（図表 2－

30）。 
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城崎温泉に代表される観光業では、近年、インバウンド（訪日外国人旅行）が増加して

おり、外国人宿泊者数 10万人を達成するためさまざまな取組みを進めていました。新型コ

ロナウイルス感染症流行禍で一時激減しましたが、現在はコロナ禍前にほぼ戻りつつあり

ます（図表 2－31）。 

図表 2-25 豊岡市の専業・兼業農家数の推移 

単位：戸 

区 分 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 

専 業 647  617  468  546  570  472  

１種兼業 562  648  361  296  304  303  

２種兼業 6,251  5,496  3,703  2,936  2,270  1,768  

合 計 7,460  6,761  4,532  3,778  3,144  2,543  

※2000年以降は販売農家のみ （出典）農林水産省「農林業センサス」 

図表 2-26 豊岡市の経営耕地面積の推移 

単位：ha 

区 分 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 

田 4,331 4,114 3,914 3,373 3,013 2,767 2,956 

畑 615 534 462 315 278 227 277 

樹 園 地 71 65 58 39 29 25 22 

合 計 5,017 4,713 4,434 3,727 3,320 3,019 3,255 

（出典）農林水産省「農林業センサス」 

図表 2-27 豊岡市の林家数 図表 2-28 豊岡市の海面漁業経営体数と漁業就業者数 

 
漁業経営体数 

（経営体） 

漁業就業者数（人） 

計 うち自家漁業のみ うち漁業雇われ 

2008年 121 239 114 125 

2013年 94 196 83 113 

2018年 90 184 86 98 

（出典）農林水産省「農林業センサス」 （出典）農林水産省「漁業センサス」 

図表 2-29 豊岡市の商店数・従業員数 図表 2-30 豊岡市のかばん関係の事業所数・従業員数・製造品出荷額等 

（出典）総務省「経済センサス」 

 
（出典）経済産業省「工業統計調査」、総務省「経済センサス」 

※工業統計の中分類「なめし皮・同製品・毛皮」に該当する従業者数 4人以上

の事業所数 

 
林家数 

（世帯） 

2010年 3,142 

2015年 2,911 

2020年 2,690 

 

卸売業，小売業 

事業所数 

（件） 

従業者数 

（人） 

2006年 1,681 9,430 

2009年 1,597 9,242 

2012年 1,432 8,471 

2014年 1,369 8,295 

2016年 1,295 7,890 

2021年 1,174 7,176 

 
事業所数 

（件） 

従業者数 

（人） 

製造品出荷額等 

（万円） 

2011年 66 959 995,378 

2012年 62 911 889,456 

2013年 62 976 1,060,268 

2014年 62 1,078 1,133,051 

2015年 72 1,296 1,163,456 

2016年 54 1,053 1,082,031 

2017年 49 1,034 1,040,022 

2018年 52 1,072 1,065,584 

2019年 49 986 963,259 

2020年 37 889 848,099 

2021年 49 954 958,907 
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図表 2-31 豊岡市の外国人延べ宿泊数 

 
（出典）豊岡市観光政策課 

※2012年までは城崎温泉のみの実績 

（11）地区が有する財産 

行政区の財産について、2017年度実施の島根大学と豊岡市との共同研究による行政区ア

ンケートの結果によると、回答のあった行政区の 92.4％が行政区に何らかの財産を有して

いる状況がわかりました（図表 2－32）。 

人口動態等から、将来的に行政区単位での財産管理が困難になることも考えられ、隣接

集落や地域コミュニティ組織が管理を担うことも考えられますが、財産の大小や種類によ

り行政区ごとに管理の程度や方法が異なるため、行政区の財産をいかに適正管理していく

かが課題といえます。 

図表 2-32 豊岡市の行政区における財産の有無（2017年度） 

単位：行政区 

（出典）地域コミュニティに関する調査結果報告書 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

（人泊）

（年）

地 区 名 
財産の有無 

有① 無② 未回答 ①/(①+②) 

豊 岡 地 区 19 1 2 95.0% 

八 条 地 区 8 0 0 100.0% 

三 江 地 区 9 1 0 90.0% 

田鶴野地区 10 0 0 100.0% 

五 荘 地 区 15 1 0 93.8% 

新 田 地 区 8 0 0 100.0% 

中 筋 地 区 8 0 1 100.0% 

奈 佐 地 区 11 0 0 100.0% 

港 地 区 6 0 0 100.0% 

神 美 地 区 8 0 0 100.0% 

城 崎 地 区 9 11 2 45.0% 

竹野南地区 14 0 2 100.0% 

中竹野地区 4 0 2 100.0% 

竹 野 地 区 10 6 1 62.5% 

国 府 地 区 12 0 0 100.0% 

地 区 名 
財産の有無 

有① 無② 未回答 ①/(①+②) 

八 代 地 区 8 0 0 100.0% 

日 高 地 区 15 0 1 100.0% 

三 方 地 区 15 0 1 100.0% 

清 滝 地 区 7 0 0 100.0% 

西 気 地 区 7 0 0 100.0% 

弘 道 地 区 10 2 2 83.3% 

菅 谷 地 区 5 0 0 100.0% 

福 住 地 区 7 0 1 100.0% 

寺 坂 地 区 3 0 1 100.0% 

小 坂 地 区 10 0 3 100.0% 

小 野 地 区 4 0 0 100.0% 

資 母 地 区 14 1 0 93.3% 

合 橋 地 区 13 0 1 100.0% 

高 橋 地 区 9 0 0 100.0% 

計 278 23 20 92.4% 
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２ 行政区と地域コミュニティ組織の現状と課題 _________________  

（１）行政区の現状と課題 

豊岡市内には 360の行政区がありますが、

図表 2－33は国勢調査の区画（概ね行政区の

範囲）を用い、2005年 3月末時点と 2024年

3 月末時点を比較した行政区の人口増減率

を着色したものです。2005年と 2024年で増

減がない集落は 100％として、2005年より増

加した集落は割合により濃い色、減少した集

落は割合により薄い色に着色し色分けして

います。 

前述のとおり市全体として人口減少下に

あるものの、この図からは行政区によって人口増減が二極化していることがわかります。

また、人口減少下にもかかわらず市全体の一般世帯数が 2005年では 30,774世帯、2024年

では 33,407世帯と増加している状況から、例えば親子で世帯分離し、子世帯が市内の新興

住宅地や賃貸マンションのある場所などを求め特定の行政区に住まいを構えるようになっ

ていったと考えられます。 

次に行政区の構成員の高齢化に関して、2024 年 3 月末時点で 65 歳以上の高齢者人口の

割合が 50％を超えている行政区が 92 あります。さらに 55 歳以上人口の割合が 50％を超

えている行政区は 165に上り、合計で 257行政区、全体の 71.3％を占める状況です。これ

は、2005年時点で合計 69行政区だったことからすると、実に 3.7倍になります（図表 2－

34）。また、世帯数が 20以下の行政区は、2005年時点で 39行政区、それに対して 2024年

時点では 47行政区あり、高齢化、小規模化する行政区の姿が浮き彫りとなっています（図

表 2－35）。 

さらに、2017年度に市と島根大学との共同研究で実施した行政区アンケート調査におい

て、行政区内の団体の設置状況を確認したところ、回答のあった 321行政区のうち、老人

会・高年会等では 37行政区、婦人会・女性会等では 123行政区、青年団・中年会等では 67

行政区、子ども会等では 31行政区から「かつて設置していたが現在は設置していない」と

いう回答を得ました（図表 2－36・2－37）。 

都市的地域＊は中心市街地の近郊で人口増加傾向にあり、このような行政区では他地域

からの移住者も多く、旧来から住む住民との関係づくりや、新住民同士の関係づくり等、

新たな住民間の関係づくりが必要といえます。しかし、その関係づくりが行えないため、

一部の住民のみで行政区運営をせざるを得ない場合があります。 

一方、中山間地域＊といった農村部では人口流出の傾向にあり、それにともない少子化・

高齢化や行政区の小規模化がみられます。この他にも、行政区では青年会・中年会などの

年齢別集団が成り立たず解散し、行政区運営に支障をきたしている例もあります。 

人口増減などの情勢の変化に起因する課題は、地域によって違いがあるため、地域性を

踏まえた将来像の検討とともに、地域性を問わずに共通する、役員のなり手がいない、事

業の参加者が集まらない等、行政区運営の限界への対処が求められます。 

（出典）住民基本台帳データ 

図表 2-33 豊岡市の行政区の人口増減率（単位：％） 
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図表 2-34 豊岡市の行政区における 55歳以上と 65歳以上人口を占める割合の変化（単位：行政区） 

 
（出典）住民基本台帳 

図表 2-35 豊岡市の 20世帯以下の行政区の変化（単位：行政区） 

 
（出典）住民基本台帳 

図表 2-36 豊岡市の行政区における各種団体の設置状況（単位：行政区、321行政区から回答） 

 
（出典）2017年度 地域コミュニティに関する調査結果報告書 

9
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図表 2-37 豊岡市の行政区内の各種団体設置状況地区別集計 

 
行政

区数 

2018年 4月 1日現在 アンケート 

提出のあった

行政区数 

老人会・高年会等 婦人会・女性会等 

65歳以上

人口 
高齢化率 設置 かつて 検討中 なし 無記入 

現存率 

(無記入控除) 
設置 かつて 検討中 なし 無記入 

現存率 

(無記入控除) 

豊 岡 地 区 31 3,253 36.1% 22 19 2 0 0 1 90.5% 11 4 0 2 5 64.7% 

八 条 地 区 9 1,376 26.1% 8 8 0 0 0 0 100.0% 4 4 0 0 0 50.0% 

三 江 地 区 10 1,083 32.4% 10 7 0 0 1 2 87.5% 5 0 0 3 2 62.5% 

田鶴野地区 10 673 24.2% 10 8 1 0 0 1 88.9% 3 6 0 0 1 33.3% 

五 荘 地 区 17 3,008 24.8% 16 13 1 0 1 1 86.7% 1 12 0 2 1 6.7% 

新 田 地 区 8 905 26.6% 8 8 0 0 0 0 100.0% 5 2 0 0 1 71.4% 

中 筋 地 区 9 655 35.1% 9 8 0 0 0 1 100.0% 2 6 0 0 1 25.0% 

奈 佐 地 区 12 424 38.7% 11 7 2 0 1 1 70.0% 4 5 0 1 1 40.0% 

港 地 区 7 1,053 38.7% 6 6 0 0 0 0 100.0% 4 2 0 0 0 66.7% 

神 美 地 区 10 621 29.4% 8 7 1 0 0 0 87.5% 2 4 0 1 1 28.6% 

城 崎 地 区 31 1,344 38.5% 22 11 3 0 4 4 61.1% 9 4 0 4 5 52.9% 

竹野南地区 17 410 40.3% 16 12 1 0 1 2 85.7% 3 6 0 5 2 21.4% 

中竹野地区 9 249 38.0% 6 3 1 0 1 1 60.0% 1 3 0 1 1 20.0% 

竹 野 地 区 17 1,012 36.7% 17 16 0 0 0 1 100.0% 7 5 0 4 1 43.8% 

国 府 地 区 13 983 30.5% 12 10 2 0 0 0 83.3% 4 4 0 2 2 40.0% 

八 代 地 区 9 251 36.0% 8 3 4 0 1 0 37.5% 7 1 0 0 0 87.5% 

日 高 地 区 18 2,221 28.8% 16 14 0 0 1 1 93.3% 4 7 0 3 2 28.6% 

三 方 地 区 16 998 38.1% 16 14 0 0 1 1 93.3% 6 8 0 1 1 40.0% 

清 滝 地 区 7 568 36.7% 7 7 0 0 0 0 100.0% 3 4 0 0 0 42.9% 

西 気 地 区 7 288 37.4% 7 3 2 0 1 1 50.0% 5 1 0 0 1 83.3% 

弘 道 地 区 16 1,239 31.8% 14 8 5 0 0 1 61.5% 2 8 0 2 2 16.7% 

菅 谷 地 区 5 224 35.1% 5 3 2 0 0 0 60.0% 1 4 0 0 0 20.0% 

福 住 地 区 9 474 32.4% 8 5 1 0 0 2 83.3% 4 2 0 0 2 66.7% 

寺 坂 地 区 4 201 35.0% 4 4 0 0 0 0 100.0% 2 1 0 1 0 50.0% 

小 坂 地 区 13 677 35.1% 13 11 0 0 1 1 91.7% 8 3 0 1 1 66.7% 

小 野 地 区 4 368 30.4% 4 4 0 0 0 0 100.0% 3 0 0 1 0 75.0% 

資 母 地 区 17 735 44.2% 16 11 5 0 0 0 68.8% 4 8 0 1 2 30.8% 

合 橋 地 区 16 655 38.2% 14 10 2 0 1 1 76.9% 6 5 0 0 3 54.5% 

高 橋 地 区 9 379 45.4% 9 7 2 0 0 0 77.8% 2 4 0 0 3 33.3% 

計 360 26,327 32.1% 322 247 37 0 15 23 82.6% 122 123 0 35 41 43.6% 

 

 
行政

区数 

2018年 4月 1日現在 アンケート 

提出のあった

行政区数 

青年会・中年会等 子ども会等 

65歳以上

人口 
高齢化率 設置 かつて 検討中 なし 無記入 

現存率 

(無記入控除) 
設置 かつて 検討中 なし 無記入 

現存率 

(無記入控除) 

豊 岡 地 区 31 3,253 36.1% 22 19 0 0 1 2 95.0% 20 0 0 0 2 100.0% 

八 条 地 区 9 1,376 26.1% 8 7 0 0 0 1 100.0% 8 0 0 0 0 100.0% 

三 江 地 区 10 1,083 32.4% 10 6 1 0 1 2 75.0% 6 1 0 1 2 75.0% 

田鶴野地区 10 673 24.2% 10 8 2 0 0 0 80.0% 10 0 0 0 0 100.0% 

五 荘 地 区 17 3,008 24.8% 16 8 4 0 2 2 57.1% 14 0 0 0 2 100.0% 

新 田 地 区 8 905 26.6% 8 4 2 0 0 2 66.7% 8 0 0 0 0 100.0% 

中 筋 地 区 9 655 35.1% 9 5 3 0 0 1 62.5% 7 1 0 0 1 87.5% 

奈 佐 地 区 12 424 38.7% 11 5 4 0 1 1 50.0% 10 0 0 0 1 100.0% 

港 地 区 7 1,053 38.7% 6 0 4 0 2 0 0.0% 6 0 0 0 0 100.0% 

神 美 地 区 10 621 29.4% 8 6 0 0 1 1 85.7% 8 0 0 0 0 100.0% 

城 崎 地 区 31 1,344 38.5% 22 4 0 0 13 5 23.5% 16 2 0 1 3 84.2% 

竹野南地区 17 410 40.3% 16 1 3 0 9 3 7.7% 4 4 0 5 3 30.8% 

中竹野地区 9 249 38.0% 6 0 2 0 2 2 0.0% 4 0 0 1 1 80.0% 

竹 野 地 区 17 1,012 36.7% 17 1 5 0 9 2 6.7% 12 2 0 2 1 75.0% 

国 府 地 区 13 983 30.5% 12 2 2 0 5 3 22.2% 12 0 0 0 0 100.0% 

八 代 地 区 9 251 36.0% 8 0 1 0 5 2 0.0% 6 1 0 1 0 75.0% 

日 高 地 区 18 2,221 28.8% 16 5 4 0 6 1 33.3% 15 0 0 0 1 100.0% 

三 方 地 区 16 998 38.1% 16 6 4 0 5 1 40.0% 12 2 0 1 1 80.0% 

清 滝 地 区 7 568 36.7% 7 2 2 1 2 0 28.6% 7 0 0 0 0 100.0% 

西 気 地 区 7 288 37.4% 7 2 3 0 1 1 33.3% 4 2 0 0 1 66.7% 

弘 道 地 区 16 1,239 31.8% 14 9 3 0 0 2 75.0% 10 3 0 0 1 76.9% 

菅 谷 地 区 5 224 35.1% 5 1 3 0 1 0 20.0% 4 1 0 0 0 80.0% 

福 住 地 区 9 474 32.4% 8 7 0 0 0 1 100.0% 7 0 0 0 1 100.0% 

寺 坂 地 区 4 201 35.0% 4 3 0 0 1 0 75.0% 3 0 0 1 0 75.0% 

小 坂 地 区 13 677 35.1% 13 8 2 0 1 2 72.7% 11 1 0 0 1 91.7% 

小 野 地 区 4 368 30.4% 4 4 0 0 0 0 100.0% 4 0 0 0 0 100.0% 

資 母 地 区 17 735 44.2% 15 7 5 0 2 1 50.0% 10 5 0 0 0 66.7% 

合 橋 地 区 16 655 38.2% 14 1 5 0 5 3 9.1% 10 2 0 1 1 76.9% 

高 橋 地 区 9 379 45.4% 9 1 3 0 2 3 16.7% 4 4 0 0 1 50.0% 

計 360 26,327 32.1% 321 132 67 1 77 44 47.7% 252 31 0 14 24 84.8% 

（出典）2017年度 地域コミュニティに関する調査結果報告書 
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地域コミュニティ トピックス その１  

行政区と地域コミュニティ組織との協働事業 

～空家対策を通じた地域づくり～ 資母まちづくり協議会 

〇2011年度から独居世帯・空家調査を区長会と連携をしながら実施。 

〇独居世帯の親族、資母出身者へのたよりの送付も行い、廃墟を作らない地域をめざす。 

●空家対策の取組みについて 

「廃墟が増えないようにしたい」と、各区の居住実態を区長と協働で整理し始めたことがきっか

けで、次の取組みを実施しています。 

・ 毎年、区長を通じて入区の条件や行事等の整理。 

・ 個人情報の取扱いについて、区長を通じて、持ち

主に了解を得る。 

・ 3か月に1回、独居世帯の家族へたより等を送付。

福祉の情報や住居処分に関する地元建築業者等

の情報も盛り込む。 

・ 同窓会情報が入れば、声掛けをして、地区外に出

た家族の情報を得る。 

 

●今後の課題 

「飛んでるローカル豊岡」（空家バンク）に登録できた

空家は随時売れますが、多くの持ち主は「売れないだろ

う」と思いがちで、登録者が増えないという現状がありま

す。 

また、地区と連携する地元宅建業者が移住者に空家

を仲介した場合、区長と移住者で面談をして移住の運

びとなりますが、それ以外の業者が仲介した場合、区民

が知らぬ間に移住され、区の作法等を知らないことでト

ラブルになるケースがあります。 

●取組みの教訓「空家になる前が大切」 

～空家になる前に持ち主やその家族と地域がつながること～ 

独居世帯がある隣保や近所の人は何かと気にかけて

いますが、地区外に出た家族は、近所の人に世話になっ

ていることを知らない場合が多く、家族へのたよりの送付

は、暮らしの大変さや、地域との関わりを知ってもらう意

味もあります。 

地域、独居世帯、その家族のつながりは、将来の住居

処分についての話がしやすくなるだけでなく、独居世帯を

地域が支える仕組みになっています。 
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（２）地域コミュニティ組織の現状 

❶ 29地区の概要 

人口減少や少子化・高齢化による、行政区運営の限界への対処に向けた一つの考え方と

して、単位行政区の広がりを超えた地域コミュニティづくりによって、これまで行政区が

担ってきた機能の受け皿を検討していくことが挙げられます。 

そこで市では、「あり方方針」に基づき、全 29地区（概ね小学校区）で地域コミュニテ

ィ組織を立ち上げました。さらにその活動拠点として、2017年 4月にそれまでの地区公民

館をコミュニティセンターに一新し、住民の主体的な活動へつなげつつあります。 

地域コミュニティづくりの初期段階における地域コミュニティ組織の現状と課題につい

て、2017年度実施の島根大学と豊岡市との共同研究による地域コミュニティ組織アンケー

トの結果及び行政区アンケートの結果並びに地域コミュニティ組織事例集等から得られた

状況を踏まえ、次に整理していきます。 

❷ 組織形態 

ア. 設立準備会の状況 

地域コミュニティ組織設立に向け、モデル地区の取組みを進めており、2014 年度に 10

地区（八条地区、中筋地区、奈佐地区、中竹野地区、西気地区、弘道地区、小野地区、資

母地区、合橋地区、高橋地区）、2015年度に 15地区（豊岡地区、新田地区、港地区、神美

地区、城崎地区、竹野地区、竹野南地区、八代地区、日高地区、三方地区、清滝地区、福

住地区、寺坂地区、菅谷地区、小坂地区）、2016年度に 4地区（五荘地区、三江地区、田鶴 

野地区、国府地区）が「モデル地区」としての取組みを開始しました（図表 2－38）。 

また、各地区で定めた各地域コミュニティ組織の名称は、各地区の特徴を表す一つの要

素といえます。 

図表 2-38 豊岡市の各地区のモデル地区の取組み年度 

 
（出典）2016年度モデル地区事例集 

 

2014年度モデル取組み開始地区 

2015年度モデル取組み開始地区 

2016年度モデル取組み開始地区 
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イ. 行政区による協力 

行政区は地域コミュニティ組織の運営において関わりが深いといえます。これは行政区

アンケートの結果からも明らかであり、行政区と地域コミュニティ組織との関係について

市全体としては、「協力する関係にある」が 156区（48.6％）、「助け合う関係にある」が 43

区（13.4％）、「依頼があれば関わっている」が 112区（34.9％）という結果となりました

（図表 2－39上図）。また、地域コミュニティ組織アンケートの結果では、地域コミュニテ

ィ組織の運営における区長会の関わりについて、「区長会とは別組織だが連携して運営す

べきである」という回答が 29組織中 24組織からありました。さらに、地域コミュニティ

組織と行政区との関係について、「密接に連携する相互補完関係」が 12組織、「相互に協力

する関係」が 13組織、「運命共同体」が 4組織という結果となりました（図表 2－39下図）。 

このことは、多くの地区において設立準備段階から区長会を中心に組織設立に向けた検

討が行われてきたことが関係しているためとみられ、設立初期段階の運営では行政区、特

に区長会・町内会が重要な役割を担っていることがうかがえます。 

図表 2-39 行政区と地域コミュニティ組織の関係（上図：行政区、下図：地域コミュニティ組織からの回答） 

 

 
地域コミュニティ組織と区長会・行政区との関係について、①運命共同体、②密接に連携する相互補完関係、③

相互に協力する関係、④地域コミュニティ組織からの依頼に応じて個別に対応する関係、⑤世帯・個人単位で

関係すべき、⑥地域コミュニティ組織とは全く関係はない、⑦その他の選択肢の中から、各地域コミュニティ

組織が最も当てはまるものを選択（全 29組織から回答） 

（出典）地域コミュニティに関する調査結果報告書 
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（360行政区中、321行政区から回答） 
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❸ 地域コミュニティ組織による事業の実施 

あり方方針では、「地域振興」「地域福祉」「地域防災」「人づくり」の 4つの分野を地域

コミュニティ組織が担う重点機能と位置づけており、各組織ではこの方針に沿ったかたち

の部会をつくっています。それ以外にも、地区の実情に応じて必要な部会を設けています

（図表 2－40）。 

特に「地域振興」「地域福祉」「地域防災」といった分野は、これまで地区単位で行う機

会が少なかった分野であり、各地区で新しい取組みがみられます。 

また、行政区や既存の団体だけでは、取組みの賛同者が限られていたり、運営が難しか

った状況から、これまで実現できなかった取組みについて、その受け皿になっている地域

コミュニティ組織もみられ、住民自治の新しいかたちの表れともいえます。 

図表 2-40 豊岡市の地域コミュニティ組織の名称と部会等（2024年 5月末現在） 

地域 地区名 
地域コミュニティ組織の名称（上段） 

各組織の部会等（下段） 

豊 岡 

豊 岡 
とよおかコミュニティ 31 

 ○環境づくり部会 ○まちづくり部会 ○安心安全づくり部会 ○人づくり部会 

八 条 
八条コミュニティ 

 ○文化スポーツ部 ○地域振興部 ○福祉部 ○防災部 

三 江 
三江コミュニティ 

 ○福祉部 ○生涯学習部 ○防災部 

田鶴野 
コミュニティたづるの 

 ○文化交流部会 ○スポーツ交流部会 ○福祉子育て部会 ○防災防犯部会 

五 荘 
コミュニティ五荘 

 ○文化部 ○体育部 ○防災部 ○福祉部 

新 田 
コミュニティ新田 

 ○人づくり部 ○ふくし部 ○あんぜん部 ○みひらき部 

中 筋 
コミュニティなかすじ 

 ○人づくり文化部 ○人づくり体育部 ○まごころ部 ○タカの目・助け合い部 ○里づくり部 ○加陽水辺公園部 〇特別対策部 

奈 佐 
奈佐地区コミュニティ なぎさの会 

 〇運営会議委員 〇事業実行委員 

港 
コミュニティみなと未来 

 ○総務・広報部会 ○文化教養部会 ○体育厚生部会 ○女性部会 ○福祉部会 ○防災・防犯部会 

神 美 
神美コミュニティ 

 ○振興部 ○福祉部 ○防災・防犯部 ○スポーツ文化部 ○つながるカフェ部 

城 崎 城 崎 
コミュニティ城崎 

 ○スポーツと文化のつながり部 ○まちのつながり部 ○学びのつながり部 ○安心のつながり部 ○コミュニティビジネス部 

竹 野 

竹野南 
竹野南地区コミュニティわいわいみ・な・み 

 ○チームみなみ（プロジェクトに対応して組織） 

中竹野 
中竹野地区コミュニティ 

 ○くらし部会 ○めぐみ部会 ○あゆみ部会 

竹 野 
コミュニティたけの 

 ○支え合う福祉と防災部会 ○すこやか体育部会 ○学びと文化部会 

日 高 

国 府 
コミュニティこくふ 

 ○人づくり文化部 ○人づくり体育部 ○地域福祉部 ○地域防災部 ○まちづくり部 

八 代 
八代おもいやりネット 

 ○振興部(地域振興・防災・福祉） ○文化体育部(生涯学習・文化推進・スポーツ推進） 

日 高 
日高地区コミュニティ「きらめき日高」 

 ○ふるさとまちづくり部 ○安心みまもり部 ○人づくり部 

三 方 
コミュニティ三方 

○郷づくり部 ○福祉ふれあい部 ○体育健康部 ○文化まなび部 ○防災安全部 

清 滝 
桜・清流の郷 きよたき 

 ○地域振興部 ○人づくり文化体育部 

西 気 
西気明日のいしずえ会 

 ○ひとづくり部 ○ささえあい部 ○むらづくり部 ○西気地区青少年育成町民会議 

出 石 

弘 道 
弘道コミュニティ協議会 

 ○環境づくり部 ○まちづくり部 ○安心づくり部 ○人づくり部 

菅 谷 
はにの里菅谷協議会 

 ○総務振興部会 ○福祉部会 ○防災部会 ○人づくり部会 

福 住 
福住ふれあい協議会 

 ○人づくり部 ○安全安心部 ○生活環境部 

寺 坂 
床尾の里てらさか 

 ○地域振興部会 ○人づくり部会 ○ささえあい部会 ○防犯・防災部会 

小 坂 
夢コミュニティ小坂 

 ○あんしん・助け合い部会 ○人づくり部会 ○里おこし部会 

小 野 
小野コミュニティ 

 ○総務防災部 ○健康福祉部 ○地域振興・人材育成部 

但 東 

資 母 
資母まちづくり協議会 

 ○各プロジェクト（空き家・移住促進・若者・暮らしづくり・まちづくり） 

合 橋 
コミュニティあいはし 

 ○防災部 ○生活支援部会 ○農地環境部会 ○プロジェクト（合橋みちばた会・合橋自然ふれあい研究会等） 

高 橋 
コミュニティたかはし「たかねっと」 

 ○きかく部 ○ささえあい部 ○地域づくり部 ○人づくり部 

（出典）豊岡市地域づくり課 
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❹ 行政との関係 

地域コミュニティ組織の運営に関して、豊岡地域は、本庁地域づくり課が、城崎地域、

竹野地域、日高地域、出石地域、但東地域は、各地域振興局地域振興課が窓口となってい

ます。また、地域担当制を採用しており、担当職員が各組織の交付金の執行や組織体制の

検討等に加わるなど、地域に根差した協働のきざしもみられます。 

各組織への交付金については、モデル地区へ 3年間、創生事業交付金を交付し、活動創

成期の取組みの後押しになる支援を行いました。また、新しい地域コミュニティがスター

トした 2017年度からは、一括交付金として、使途に制限を設けないコミュニティづくり交

付金を交付するとともに、提案方式による活動促進事業交付金を 2017年度から 2024年度

で、のべ 54地区 66事業に交付しており、地区の独自性や新しい取組みにもつながってい

るといえます。 

一方、地域コミュニティ組織アンケートの結果から、住民と行政との協働に関して、「住

民と行政と協働で行うものについては、行政に積極的な関わりをもって欲しい」という回

答が 19組織からあり、組織と行政との協働の取組みに関しては、行政の積極的な関わりが

求められます（図表 2－41・2－42）。 

以上のような現状を踏まえ、次に地域コミュニティ組織の課題について整理します。 

図表 2-41 地域コミュニティ組織と行政との関わり 

 
（出典）新しい地域コミュニティのあり方方針 
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図表 2-42 行政と地域コミュニティ組織の関係（全 29組織から回答） 

 
 

（出典）地域コミュニティに関する調査結果報告書 

（３）地域コミュニティ組織の課題 

地域コミュニティ組織における課題について、2021年度に市と島根大学との共同研究で

実施した支えあう地域のしくみを考える行政区アンケート調査において、地域コミュニテ

ィ組織アンケートの結果を地域ごとにまとめると図表 2－43、図表 2－44 のとおりとなり

ました。 

市全体の状況について図表 2-43から「役員のなり手が少ない」（16組織）、「人材が不足

している」（11 組織）という回答が相対的に多くみられました。このことから、地域コミ

ュニティづくりに大きく関わる住民は特定の住民であることが考えられます。さらにこう

した状況が、「役員の負担が大きい」（6組織）、「行事や活動への参加者が少ない」（6組織）

という回答にもつながっていると考えられます。 

次に図表 2－44から地域ごとに回答をみていくと、市全体の傾向と同様に、役員のなり

手や人材不足といった、組織の人員に関わる回答が各地域で多いことがわかりました。一

方、市全体として相対的に回答が少ない項目であっても、地域ごとにみていくと回答数が

多い項目もあり、地域性を考慮した課題への対処が必要と考えられます。 

以上、大まかに市全体と地域ごとに組織の課題を地域コミュニティ組織アンケートの結

果から確認しましたが、組織運営においては、行政区との関わりも強く、行政区での地域

コミュニティ組織との関わり方も考慮する必要があります。このことから、次ページより

行政区アンケートの結果を参考にしながら、地域コミュニティ組織の課題を、より丁寧に

整理していきます。 
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図表 2-43 地域コミュニティ組織の課題（全 29組織から回答 ※３つまで回答可） 

 
（出典）支えあう地域のしくみを考えるアンケート調査 

図表 2-44 地域コミュニティ組織の課題（地域別） 

単位：組織 

地域 

項目 

全地区 豊岡 城崎 竹野 日高 出石 但東 

29組織 10組織 1組織 3組織 6組織 6組織 3組織 

役員のなり手が少ない 16 5 1 1 3 5 1 

役員の負担が大きい 6 1 0 1 2 1 1 

部会員の参画が少ない 0 0 0 0 0 0 0 

区長会・町内会長会との違いがわからない  4 2 0 0 1 0 1 

役員会等への意見調整が難しい 0 0 0 0 0 0 0 

住民の声が届かない 4 1 0 0 0 3 0 

住民の負担が大きい 0 0 0 0 0 0 0 

行事や活動への参加者が少ない 6 2 1 2 0 1 0 

活動が硬直化している 7 3 0 0 1 2 1 

会議での意見が出にくい 5 2 0 0 3 0 0 

何をやっていいのかわからない 0 0 0 0 0 0 0 

地区の将来像が見えない 9 3 0 0 2 3 1 

予算が少ない 6 2 0 2 0 0 2 

人材が不足している 11 3 1 1 2 3 1 

行政からの依頼事項が多い 5 1 0 1 2 0 1 

その他 3 2 0 0 1 0 0 

合 計 82 27 3 8 17 18 9 

（出典）支えあう地域のしくみを考えるアンケート調査 

※項目は複数回答可で全 29組織が回答 

※   網掛けは、地域で半分以上の組織が回答した項目 
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❶ 理念や仕組みの認識不足 

地域コミュニティ組織を立ち上げる上で、最も苦労したことは、「地域コミュニティに対

する理解が浸透していなかったこと」という回答が 2017 年度に市と島根大学との共同研

究で実施した行政区アンケート調査において、21組織からありました。 

また、2021（令和 3）年度支えあう地域のしくみを考える行政区アンケートでは、「地域

コミュニティ組織が設立され良かったこと」に対して「特になし」と回答した行政区が 50％

でした（図表 2－45）。このことは、以下に続く組織構造や運営体制、地域コミュニティ組

織と区長・町内会長との関わり方、特定の役員等への負担が大きいという課題につながっ

ているといえます。 

図表 2-45 地域コミュニティ組織が設立され「良かったこと」（359行政区中、345行政区から回答） 

  
（出典）支えあう地域のしくみを考えるアンケート調査 

❷ 組織・役員 

行政区アンケートの結果から、「地区の行事や活動の内容を見直すべき」の回答が 75％、

「地区の行事や活動の参加者、スタッフ集めの方法を見直すべき」の回答が 37.5％あるこ

とから、地域コミュニティ組織で行う行事や活動の多くに、行政区の協力が重要である表

れと同時に、行政区にとっては新たな役職を設けたり、スタッフを出したりと負担が増え

ている状況ともいえ、役員等の選出方法や地域コミュニティ組織と行政区との役割を明確

にしていく必要があります（図表 2－46）。 

図表 2-46 地域コミュニティ組織が設立され「見直すべきこと」（359行政区中、345行政区から回答） 

 
（出典）支えあう地域のしくみを考えるアンケート調査 
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❸ 運営体制 

地域コミュニティ組織の運営体制では、組織の役員のみで運営にあたる状況があります。

これは、地域コミュニティ組織アンケートの結果からもうかがえ、地域コミュニティ組織

に関わる課題について、「役員の負担が大きい」という回答が 6 組織からありました。ま

た、「人材が不足している」という回答も 11組織あり、適材適所の業務や必要な人員の確

保等が求められていることがわかります。 

❹ 取組み内容 

2024年度の各組織の取組みをみると、地域課題解決に向けた取組みが増えてきましたが、

全般的には公民館時代から継承される「人づくり」に関わる事業が大半を占める傾向があ

ります。今後、多様な地域課題の把握とその解決に向けた検討をする場合、現在の地域コ

ミュニティ組織の体制では運営が困難な場合もあります。 

❺ 計画性のある取組み 

地域コミュニティ組織アンケートの結果からは、「地区の将来像が見えない」という回答

が 9組織からありました。これに関連して各地域コミュニティ組織では、それぞれの地区

で描く地区の将来像に向かい、計画的に運営や活動を行うため「地域づくり計画」の策定

を進めています（現在 26組織が策定済み）。 

❻ 多様な主体の参画ができていない 

地域コミュニティ組織は、行政区のような地縁的なつながりの住民のみだけでなく、多

様な主体の参画による地域の活性化や課題解決等の取組みが期待されます。 

しかし、2019年度～2022年度地域コミュニティ組織活動事例集によると、参画する主体

の多くは地区内の住民であり、企業や団体等の関わりは、全体的に少ない状況です。これ

は、公民館時代の取組みが継続している点と、多様な主体を誘い込む方法を検討していな

い点が関連していると考えます。 

❼ 人材発掘・人材育成ができていない 

地域コミュニティ組織では、必要な人材発掘・育成ができていないのが実情です。地域

コミュニティ組織アンケートの結果では、「役員のなり手が少ない」という回答が 16組織、

「人材が不足している」という回答が 11 組織からありました（図表 2－43）。取組みの実

行体制について行政区からの動員が多いという状況を踏まえると、運営の補助者は一定程

度期待できるものの、組織運営の中核を担う人材発掘・育成が求められます。 
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❽ 地域マネージャーの負担大や後継者不在 

地域コミュニティ組織アンケートにおける組織の「活動の中心を担う人物」に関する問

いに対して「部会の構成員」という回答が 14組織、続いて「全ての地区住民」という回答

が 8組織という結果でした（図表 2－47）。 

部会の構成員は、関係行政区からの動員が多く、1～2年で交代してしまうため、多くは

実行体制が伴っていない状況にあります。このため、地域マネージャーへの負担は大きく

なり、次期地域マネージャーの不在につながるという可能性があります。 

図表 2-47 地域コミュニティ組織の活動において中心を担う人物（全 29組織から回答※3つまで回答可） 

 
（出典）支えあう地域のしくみを考えるアンケート調査 

❾ 活動資金の確保 

地域コミュニティ組織アンケートの結果で、地域の課題については「予算が少ない」と

回答した組織が 6組織ありました（図表 2－43）。また、各戸から地域コミュニティ組織へ

の会費や負担金の有無に関して、額の大小はあるものの、28組織で徴収をするという回答

がありました（図表 2－48）。今後、地区の人口減少や世帯減少にともない徴収総額の減少

等も考えられるため、各組織で必要な部分に活動資金が投入できる仕組みづくりが求めら

れます。 

図表 2-48 地域コミュニティ組織への会費・負担金徴収の有無（全 29組織から回答） 

 
（出典）豊岡市地域づくり課 
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❿ 住民の理解・参画不足 

地域コミュニティ組織は、行政区と比較した場合、一戸一票制にとらわれない、自由に

地区住民誰もが参画でき、住民も発言しやすい仕組みといえます。しかし、地域コミュニ

ティ組織アンケートの結果では、「行事や活動への参加者が少ない」という回答が 6組織あ

り、さらに「住民の声が届かない」という回答が 4組織からありました（図表 2－43）。こ

のことは、単に取組みの周知不足ということだけではなく、地区住民のニーズ把握等の仕

組みが不十分な状況ともいえます。 

また、「今後、地域コミュニティ組織の運営や取組みに積極的に参加してほしい人」に対

して、「地区住民」という回答が 24組織、続いて「部会の構成員」という回答が 22組織と

いう結果からも、住民や部員の参画不足がうかがえます（図表 2－49）。 

図表 2-49 今後、地域コミュニティ組織の運営や取組みに積極的に参加してほしい人 

（全 29組織から回答 ※3つまで回答可） 

 
（出典）支えあう地域のしくみを考えるアンケート調査 
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３ 地域コミュニティ組織への支援施策  

（１）財政支援（交付金の交付） 

❶ コミュニティづくり交付金 

地域コミュニティ組織が安定的・継続的に活動できるよう、組織運営や事業・活動に必

要な経費への財政支援措置として交付しています（図表 2－50）。 

現在の交付額の積算は、人件費支援分相当として、会計年度任用職員 1名分と旧公民館

時代の生涯学習支援員の人件費相当額、また、活動費支援分相当として、旧公民館活動費

の平均額の約 1.3倍の額を均等割 80％、人口割 20％で地区ごとに計算しています。 

宗教や政治目的の活動以外であれば、その使途に制限はなく、地区や組織の実状に応じ

て柔軟に活用することができます。 

❷ 地域コミュニティ活性化交付金（活動促進事業交付金） 

地域コミュニティ組織が地域づくりに関する計画に基づき、地域コミュニティ活動の推

進に特に有効であり、先進的な事業と市が認める新たな活動や事業を実施するための財政

支援措置として、交付しています。 

実際の交付の可否、交付限度額は、地域コミュニティ組織から事業提案を受け、審査委

員会の意見を踏まえて決定しています。 

❸ コミュニティセンター管理業務委託料 

コミュニティセンターの管理責任は市が負いますが、利用者の利便性等を考慮し、管理

業務の一部（施設の受付・利用の対応、清掃、施設の日常の点検や修繕箇所の把握等）を

地域コミュニティ組織に委託しており、均等割と利用回数割等により計算した委託料を支

払っています。 

図表 2-50 交付金等による支援 

 
（出典）豊岡市地域づくり課 
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（２）人的支援 

地域コミュニティ組織の運営や地域づくり活動に関する事務といった組織の事務局的機

能を支援する職員として、組織の活動拠点である地区コミュニティセンターに地域マネー

ジャー（会計年度任用職員）を配置しています。 

地域マネージャーは現在、市が雇用し各地区に配置する形態をとっていますが、将来的

には各組織で雇用することを想定しています。 

また、必要に応じて、外部有識者・学識経験者である地域コミュニティアドバイザーを

派遣し、アドバイスを行います。 

（３）活動拠点の提供 

地域コミュニティ組織の事務所として、地区コミュニティセンターの事務室を提供して

います。 

地区コミュニティセンターは、地域コミュニティ組織の事務所としてだけではなく、地

域のさまざまな課題を解決するための住民自治の拠点として位置づけています。 

（４）組織間連携、人材育成支援 

地域コミュニティ組織連絡会、テーマ別意見交換会、先進的な活動事例の報告会などの

実施・企画提案等を通じて、組織間の連携や人材育成を支援しています。 

また、これまで「地域マネージャー養成講座」や「地域づくりスタッフのための会議の

進め方セミナー」、「事務局力向上研修」を実施するなど、事務局を担う人材の育成も行っ

てきました。 

（５）地域づくりの協働推進、庁内調整 

豊岡地域は地域づくり課に、他地域はそれぞれの振興局地域振興課に地域コミュニティ

推進担当者を配置しています。 

しかし、各振興局地域振興課の担当者は他の業務との兼務であり、地域コミュニティの

推進に十分な時間が割けないのが現状です。また、城崎地域は 1地区、竹野・但東地域は

各 3地区、日高・出石地域は各 6地区と振興局管内の地域コミュニティ組織数も一律では

ありません。 

このような中、地域単位で地域コミュニティ組織の連絡会や勉強会の開催や、毎月定例

的な地域マネージャーとの面談など、各地域で工夫した取組みも行っています。 

地域コミュニティ組織アンケートの結果から、住民と行政との協働に関して、「住民と行

政と協働で行うものについては、行政に積極的な関わりをもってほしい」という回答が 19

組織からあり、地区の課題解決等に向けて行政の積極的な関わりが求められており、それ

に応える庁内推進体制の構築が課題となっています。 
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４ 地域コミュニティの現状と課題のまとめ（第２章小括）  

本章では地域コミュニティの現状と課題について整理してきました。本章の前半は、地

域の現状と課題について、市内の 6地域や 29地区あるいは単位行政区について、地域を取

り巻く情勢に焦点を当て、分野ごとにその変化を整理しました。 

本章の後半では、行政区と地域コミュニティ組織の現状と課題について、自治運営の現

状と課題を整理しました。中でも地域コミュニティ組織に焦点を当て、運営面での現状と

課題等を中心に整理しました。 

その結果、各分野の課題への対処、行政区運営の限界に関わる対処、地域コミュニティ

組織の円滑な運営への対処が必要であることが明らかとなりました。 

このことから、次章では地域コミュニティの将来像を整理していきますが、地域ごとに

人口動態や立地条件等が異なることから、都市的地域＊と中山間地域＊の二つの地域特性に

分けて整理していきます（ただし、それぞれの地区の特性が都市的地域＊や中山間地域＊の

どちらかに分けられるものではありません）。 

 

  

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
現
状
と
課
題 

第
２
章 



 

37 

 

第３章 求められる地域コミュニティ像 －めざす将来像－ 

１ めざす地域コミュニティの将来像  

将来的に暮らし続けることができる持続的な地域づくりを行う場合に必要なことは、自

らの地区の「将来像」を描き、それを地域住民が共有することです。そして、住民が当事

者意識を持って、その将来像の実現に向けて取り組むことが大切です。 

当然のことですが、地区の将来像を決めるのは地域住民自身です。市内 29地区それぞれ

が地区の将来像を「地域づくり計画」として策定し、具体的なビジョンをもって地域づく

りを進めていく必要があります。 

市では、地域事情が異なる 29地区の将来像を個別に示すことはできませんが、市が考え

る地域コミュニティの将来像を本章で整理します。 

第 2章では、地域コミュニティの現状と課題を整理し、各分野のさまざまな課題への対

処、特に行政区運営の限界に関わる対処が必要であることが明らかとなりました。 

このような課題にしっかりと向き合い、今後も住民一人ひとりが安心して暮らし続けら

れる、そのような地域の未来を実現するため、めざす将来像の理念を「誰もが安心して幸

せに暮らし続けられる地域」とします。 

また、その基本方針を、①住み続けられる地域の維持、②暮らしやすさの持続、③個性

ある地域の誇りづくり、として定め、取組み期間は 10年間（2020年度～2029年度）とし

ます。 

なお、この将来像は、住民と行政、その他の関係者などさまざまな主体が協働すること

により実現をめざします（図表 3－1）。 

  

求
め
ら
れ
る
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
像 

ー
め
ざ
す
将
来
像
ー 

第
３
章 



 

38 

 

図表 3-1 めざす地域コミュニティの将来像 

 

≪理念≫ 

誰もが安心して幸せに暮らし続けられる地域 

誰もがその地域を誇りに思い、お互いに助け合い、安心して、また、幸せを感じながら

暮らすことができる地域の実現をめざします。 

≪基本方針≫ 

（１）住み続けられる地域の維持 

地域を守り、維持していくために必要な定住人口を保ちましょう。 

（２）暮らしやすさの持続 

自分たちの地域は自分たちで守り、より良くしていきましょう。 

（３）個性ある地域の誇りづくり 

地域資源の活用により、地域の可能性を見いだし、将来に伝えていきましょう。 

≪取組み期間≫ 

2020年度から 2029年度まで 
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２ 具体的なコミュニティ像  

基本方針として掲げた（1）住み続けられる地域の維持、（2）暮らしやすさの持続、（3）

個性ある地域の誇りづくりのため、具体的なコミュニティ像の実現に向けた取組みを以下

に例示します（図表 3－2）。 

図表 3-2 具体的なコミュニティ像を実現するための取組み例 

方針 具体的なコミュニティ像 分野 重点機能 地域 具体的な取組み例 

⑴
住
み
続
け
ら
れ
る
地
域
の
維
持 

①地区住民みんなで持

続可能な住民自治が

行われている 

住民自治 地域振興 

共通 
行政区を超えた自治運営を助け合う仕組みづくり、地

区の自治運営の仕組みづくり 他 

都市的地域 
近隣住民によるさりげない声掛け、行事への丁寧な参

加募集 他 

中山間地域 
行政区の行事の見直し、住民個々人の負担が軽減でき

るような仕組みづくり 他 

②地区で子どもを育て

る体制ができている 

子育て・

学校教育 
人づくり 

共通 
学校との連携・支援のさらなる推進(読み聞かせ、通

園・通学時の見守り活動等）、子育てサークル活動 他 

都市的地域 
親子で楽しめるイベントの実施、地区版ファミリーサ

ポート事業 他 

中山間地域 
学校の清掃活動への地区住民の参加・協力、小学校及

び地区の運動会での相互協力 他 

③地区に UIターンする

若者が増えている 
移住・定住 地域振興 

共通 
ふるさと教育の更なる推進・充実、SNS 等による地区

の情報発信 他 

都市的地域 
空家・空き店舗のリストアップと活用の検討、日常的

な交流による情報取得 他 

中山間地域 
空家のリフォームによる定住促進、空家の維持管理活

動 他 

⑵
暮
ら
し
や
す
さ
の
維
持 

①地区の防災力が高ま

っている 
防 災 地域防災 

共通 
防災マップの理解促進、防災訓練、防災リーダーの育

成、個別支援計画の策定促進 他 

都市的地域 地域でのあいさつ運動、過去の被災経験の共有 他 

中山間地域 ご近所避難の取組み推進 他 

②地区で住みよい環境

が守られ活かされて

いる 

居住環境 地域振興 

共通 
高齢者や障がい者等の見守り、地域資源や魅力の把

握、地域資源の管理方法の検討 他 

都市的地域 
集客施設や商店街の地域ぐるみでの美化活動、空き

地・空き店舗の活用 他 

中山間地域 農業の組織化・運営、農地の利活用 他 

③地区のすべての人が

支え合っている 
健康福祉 地域福祉 

共通 
生活課題の協議の場の設置、さまざまな世代が参加す

るサロン・ミニデイサービス 他 

都市的地域 
常設型サロン・カフェの開設、こども食堂の運営、よ

ろず相談窓口の設置 他 

中山間地域 移送サービスの実施、小規模多機能拠点の運営 他 

⑶
個
性
あ
る
地
域
の
誇
り
づ
く
り 

①地区の資源を活かし

て地区が豊かになっ

ている 

地域資源 

活用・産業 
地域振興 

共通 特産品の開発・販売・地域住民による積極的消費 他 

都市的地域 地区内商店街の利用促進 他 

中山間地域 体験交流イベントの実施、地区の魅力の情報発信 他 

②地区の伝統や文化が

次世代にうまく継承

されている 

伝統・文化 人づくり 

共通 
歴史文化学習会の実施、歴史文化に関する世代間交流

会の開催 他 

都市的地域 
新旧住民協働による神社・仏閣の定期的な清掃・点検・

修繕、地区歴史文化遺産豆事典の作成 他 

中山間地域 
地区歴史文化遺産の研究・発信、地区の伝統文化体験

ツアーの企画・実施 他 

③地区住民が学び合い

豊かに生活している 
社会教育 人づくり 

共通 学校教育に地域住民が参画する学びの場の提供 他 

都市的地域 
子どもやその親が関心を寄せる取組みの実施、新たな

担い手として世代交代が出来る仕掛けづくり 他 

中山間地域 
運動会のチームの再編、スポーツ行事の種目の見直

し、さまざまな世代が参加しやすい工夫 他 
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（１）住み続けられる地域の維持 

❶ 地区住民みんなで持続可能な住民自治が行われている 

市内 360行政区は、人口や世帯数が一様ではないものの、地縁的な互助、身近な資源保

全や課題解決という点において、一番身近で地域の実情を汲みとる機能をもつコミュニテ

ィといえます。 

行政区の自治運営を持続可能なものにするためには、行政区を越えた自治運営を助け合

う仕組みづくりが必要です。行政区は一戸一票制によることから、新しい考えを汲み取り

にくく、また、若い世代の参画が難しいことが考えられます。 

このことから、地域コミュニティづくりでは、地区単位の取組みだけではなく、行政区

単位の自治運営も含めて、地区全体の自治運営の仕組みを住民皆で考え、創り上げていけ

る地区をめざします。 

【都市的地域】  

新興住宅地や賃貸住宅等居住者が多い傾向があり、そういった住民は、行政区単位の取

組みへの参加率が低い状況です。これは単に参加意識が低いということだけではく、旧来

からの居住者からの情報伝達が行われていない場合もあります。 

このことから、まず行政区単位の取組みの参加率を高める工夫をすることで、志の高い

住民が、行政区を越えた取組みにも参加できるような仕組みづくりにもつながると考えま

す。具体的には、近隣住民によるさりげない声かけや行事への参加募集を丁寧に行うこと

等が挙げられます。 

【中山間地域】  

人口減少や高齢化率が高い傾向にあることから、行政区単位の自治運営に関して、無理

なく自治運営を行うために、取組みを見直したり、隣接する行政区同士の連携や、地域コ

ミュニティ組織と行政区の間で共同して自治運営を進めたりすることが考えられます。 

具体的には、行政区単位での行事を取りやめたり、資源管理を生活に支障をきたさない

程度に留めたりすることが挙げられます。また、行事や資源管理の中に公益性が高い等、

地域としての保全が有効なものは、地区全体で保全したり、地区出身者や都市住民等の手

も借りたりしながら、住民個々人の負担が軽減できるような仕組みが挙げられます。 
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❷ 地区で子どもを育てる体制ができている 

安心して子育てができる環境をつくるためには、家庭だけではなく地域コミュニティの

中で子どもを育むことが大切です。そのため、多世代の住民が子どものことを気にかけ、

健やかな成長を支援する地区をめざします。具体的な取組み例としては、ゲストティーチ

ャーや読み聞かせ、通園・通学時の見守り活動など、“地域の核”である学校との連携・支

援のさらなる推進や、子育てに関する話し合いの場としての子育てサークル活動や子育て

サロンの実施などが挙げられます。 

【都市的地域】  

アパートや団地など人の出入りが多い状況にあり、付き合いが希薄になりがちです。そ

のため保護者同士がつながる機会をつくるなど、関係性を創り出す地区をめざします。具

体的な取組み例としては、親子で楽しめるイベントの実施や地区版ファミリーサポート事

業＊の実施などが挙げられます。 

【中山間地域】  

子どもの人数の減少とともに PTA 会員数も減少し、PTA 活動の実施が難しくなっている

場合があります。そのため、子どもの保護者以外の地区住民も PTA活動に参加・協力する

など、地域全体で学校を支える体制が整った地区をめざします。具体的な取組み例として、

学校園の運動会や校園庭の清掃活動への地区住民の参加・協力などが挙げられます。 

 
▲ 見守り活動 
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❸ 地区に UIターン＊する若者が増えている 

定住人口を保つためには、特に若者の UIターンの増加が望まれます。そのため、豊岡で

暮らすことの価値を子どもたちに伝え、大学等への進学で豊岡を離れた若者が、将来 Uター

ンする地区をめざします。また、I ターンしやすい環境づくりとして、市外からの移住者

など、誰もが住みよい、新しい価値観を受け入れることのできるオープンなコミュニティ

づくりを行います。具体的な取組み例としては、既に取り組んでいるふるさと教育＊のさら

なる推進・充実や空家等の情報把握、SNS等による地区の情報発信などが挙げられます。 

【都市的地域】  

空家や空き店舗の利活用を図り、新たな事業や仕事にチャレンジする若者を呼び込める

地区をめざします。具体的な取組み例としては、地場産業の後継者育成や起業のための支

援制度、空家・空き店舗のリストアップと活用の検討や日常的な交流による情報取得など

が挙げられます。 

【中山間地域】  

I ターンを希望する人は、その地域の歴史や伝統に魅力を感じたり、自身の価値観によ

って移住地を選ぶ傾向があります。 

そのために、新たな価値観を受け入れ、多様な人々が活躍できる地域づくりが必要とな

ってきます。具体的な取組み例としては、移住希望の地域外住民との交流イベントの開催

や、空家のリフォームによる環境整備や空家の維持管理活動（地域コミュニティ版の空家

バンク）などが挙げられます。移住者には、空家や地域情報を提供する相談窓口をコミュ

ニティセンターに設置するなどの支援が考えられます。 

 

▲ 市 HP 飛んでるローカル豊岡 住まいの情報 
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（２）暮らしやすさの持続 

❶ 地区の防災力が高まっている 

自分たちの地域を自分たちで守るためにも、地区の防災力を高めることが望まれます。

そのため、自分たちの地域から一人も犠牲者を出さないという考え方に基づき、地域の災

害リスクに応じた風水害時の正しい避難方法や、家具の転倒防止、耐震化といった地震に

対する備え、各家庭での非常持出品の備蓄など、防災・減災意識の高い地区をめざします。 

具体的な取組み例としては、防災マップの理解促進とそれを活用した防災訓練の実施、

また、それらの取組みを推進する防災リーダーの育成、そして避難行動に支障のある要援

護者の確実な避難を支援するための「個別支援計画」の策定促進などが挙げられます。冬

季では、豪雪時に高齢者宅の屋根の雪下ろしを行政や地域が連携して取り組むことが必要

といえます。 

【都市的地域】  

人の出入りが多い状況にあるため、普段から「どこに、誰が暮らしているか」というこ

とを把握し合う関係づくりが必要です。具体的な取組み例としては、地域でのあいさつ運

動の実施や市民総参加訓練など、市が行う一斉避難訓練の機会を活用した新規居住者と旧

来からの在住者による過去の被災経験の共有、地域コミュニティ単位での防災啓発の取組

みによる各区の防災力の底上げ、また、災害時には地域コミュニティ組織による避難所の

運営協力などが挙げられます。 

【中山間地域】  

集落間が離れ、避難場所も遠く、また、土砂災害の危険が多いことから、災害時には、

日頃の地域のつながりを活かし、避難場所が遠方の場合は、指定緊急避難場所にこだわら

ず、地域の中で最も安全と思われるお宅への「ご近所避難＊」の取組みを進めることも一例

といえます。 

 

▲ 防災ワークショップの様子 
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❷ 地区で住みよい環境が守られ活かされている 

自分たちの住む地域を自分たちでより良くしていくためにも、住みよい環境を守り、地

域資源を活かす取組みが望まれます。そのため、住民が地域ぐるみで防犯や火災予防に取

り組むことや、絶えず資源の利活用や適正な管理を検討・実践していくことで、安全・安

心な生活環境が保全された地区をめざします。具体的な取組み例としては、子どもや高齢

者、障がい者等の見守りや、地域資源や魅力の把握、地域資源の管理方法の検討などが挙

げられます。 

【都市的地域】  

住環境の美化に努め、居住者だけでなく、他地域や市外から訪れる人々も気持ちよく過

ごせる地区をめざします。具体的な取組み例としては、集客施設や商店街の地域ぐるみに

よる美化活動や空き地・空き店舗といった未利用の資源を別用途に活用することなどが挙

げられます。 

【中山間地域】  

農村風景を大切にし、農業を継続することで農地を保全するほか、自然環境保全や地区

の活性化をめざします。具体的な取組み例としては、農業の組織化や耕作ができなくなっ

た農地をビオトープ＊として利用することなどが挙げられます。 

 
▲ コウノトリが降り立つビオトープ 
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❸ 地区のすべての人が支え合っている 

地域には子どもからお年寄りまで幅広い世代の人たちが住んでおり、世帯構成や職業な

ど家庭の事情はさまざまです。また、時代や社会情勢の変化により、地域や職場、家庭で

の「つながり」が薄れており、社会的に排除された人や各種制度から漏れた人も地域には

存在しており、支援を受けられないまま生活をしている場合もあります。 

このような社会的孤立や制度の狭間の問題を解消していくためには、障がい等の有無や

年齢・性別・国籍等に関係なくすべての人がお互いを認め合うことが必要です。そして、

そのことがあたりまえのこととして根付くことが、地域の活力となります。 

そのためには、誰もが社会参加できる環境や仕組み、学びの場をつくることが必要です。

具体的な取組み例としては、地区住民と市、社会福祉協議会その他の関係者を交えた定期

的な生活課題の協議の場の設置や、さまざまな世代が参加するサロン、ミニデイサービス

の実施など、つながりの再構築の場づくりが挙げられます。 

【都市的地域】  

すべての人が日常の中でお互いを気にかけ、声をかけ合っている地区や、困りごとがあ

ったとき、気軽に相談できる人や相談先がある地区をめざします。具体的な取組み例とし

ては、常設型サロン・カフェの開設やこども食堂の運営、よろず相談窓口の設置などが挙

げられます。 

【中山間地域】  

地区住民が住民同士や地区内外の団体・組織と協力して、日常生活上の手段を確保して

いる地区をめざします。具体的な取組み例としては、移送サービスの実施や小規模多機能

拠点（ガソリンスタンド、食料・日用品販売、福祉サービス等）の運営などが挙げられま

す。 

 

▲ ふれあいいきいきサロン 

  

求
め
ら
れ
る
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
像 

ー
め
ざ
す
将
来
像
ー 

第
３
章 



 

46 

 

（３）個性ある地域の誇りづくり 

❶ 地域の資源を活かして地区が豊かになっている 

地域固有の資源を活かした取組みを行うことは、個性ある地域の誇りを育んでいくこと

につながります。地域の特産物、加工技術や観光資源だけでなく、地域に何気なくあるも

のに光を当てることで、地域活性化に役立つ場合もあります。このことから、地域にある

ものを住民同士が財産として認め合い、次世代に継承する地区をめざします。 

このように地域の資源を活かし、地域に根差した生産活動を地域コミュニティ等が自ら

行うことで、特産品生産を通じた伝統文化の継承も実現できます。 

また、地域固有の資源を活かした特産品の開発・販売等を行うことで、小規模ながら多

彩なビジネスや地域雇用の場の創出にもつながります。 

さらには、地域住民も積極的に消費することで、地域内でのモノや資金等の循環が高ま

ることも期待されます。 

【都市的地域】  

地域の新たな魅力さがしを行うなど、多くの住民が関わってまちなかのにぎわいが創出

された地区をめざします。具体的な取組み例としては、地区内商店街の利用促進などが挙

げられます。 

【中山間地域】  

自然や農産物を活かした交流活動を行うなど、地区の魅力を伝えるとともに地域への誇

りが育まれた地区をめざします。具体的な取組み例としては、体験交流イベントの実施や

地区の魅力の情報発信などが挙げられます。 

 
▲ 地域の特産品の販売 
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❷ 地区の伝統や文化が次世代にうまく継承されている 

地区の伝統や文化を引き継いでいくためには、次の世代に無理なく上手に継承していく

必要があります。そのためには、高齢世代から若年世代に地区の歴史文化遺産の存在とそ

の価値が伝えられている地区、また、多くの住民が地区の歴史文化遺産について調べたり、

学習したりすることを楽しんでいる地区をめざします。具体的な取組み例としては、歴史

文化学習会の実施や歴史文化に関する世代間交流会の開催などが挙げられます。 

【都市的地域】  

新しく入ってきた住民に地区の歴史文化遺産の存在や価値が伝えられ、新旧住民が協力

して、歴史文化遺産を守っている地区をめざします。具体的な取組み例としては、新旧住

民協働による神社・仏閣の定期的な清掃、点検・修繕や地区歴史文化遺産豆辞典の作成な

どが挙げられます。 

【中山間地域】  

地区外の住民と協力して、地区の歴史文化遺産を守り、移住促進等に活用している地区

をめざします。具体的な取組み例としては、地区歴史文化遺産について大学との共同研究

実施・発信、地区の伝統文化体験ツアーの企画・実施、旅行商品化などが挙げられます。 

❸ 地区住民が学び合い豊かに生活している 

地区全体や行政区の状況から、次世代の人づくりを見据えた社会教育を行う地区をめざ

します。具体的には部会員等、推進役の動員方法を検討することで、社会教育の体制整備

を行い、住民のニーズ把握により老若男女問わず広く地区住民が参加できる取組みを考え

ていきます。 

また、社会に開かれた教育課程をめざし、学校教育と地域社会の協働化を図るために、

学校教育の現場に地域住民が参画し地域特性を活かした学びの場を提供します。さらに、

セミナーや講座などの実施状況の評価を行い、住民ニーズに合った取組みを行います。 

【都市的地域】  

子育て世代が新規居住者として移住して来る場合が多く、子どもやその親が関心を寄せ

る取組みを行います。その場合、子育て事情を把握した PTAの OB等がうまく関わる工夫を

し、新たな担い手として世代交代ができる仕掛けづくりなどが挙げられます。 

【中山間地域】  

人口減少により行政区対抗で事業を行うことが困難な場合は、隣接し合う行政区でチー

ムを組むような調整が考えられます。また、高齢化率が高まっているため、例えばスポー

ツ行事の種目の見直しやローカルルールを設けるなど、さまざまな世代が参加しやすい工

夫などが挙げられます。 
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３ めざす地域コミュニティの将来像のまとめ（第３章小括）  

本章では、地域コミュニティの将来像について、「住み続けられる地域の維持」「暮らし

やすさの持続」「個性ある地域の誇りづくり」という 3つの基本方針の下、分野ごとに具体

的なコミュニティ像を掲げ、地域性を考慮して整理してきました。 

将来像の実現に向けた各種取組みについては、単位行政区や事業所等多様な主体が取り

組む場合も考えられます。しかし単位行政区は、前述のとおり行政区運営の限界への対処

が急がれる中、取組み内容によっては行政区で進めることが困難な場合もあります。 

このことから次章では、本章で示しためざす地域コミュニティの将来像実現に向けて、

地域コミュニティ組織による主体的な取組みや、行政や事業所をはじめとする多様な主体

との協働による取組みを通じた持続可能な地域コミュニティづくりについて整理していき

ます。 
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第４章 めざす将来像を実現するための方策 

１ より良い地域コミュニティづくりに向けて  

地域コミュニティ組織は、地域コミュニティの将来像の実現に向けた取組みの主体とし

て、さらには行政区が中心に担っている住民自治の受け皿となることも期待されます。 

本章では、地域と行政等との協働の仕組みを通じたより良い地域コミュニティづくりに

ついて示していきます。 

具体的には、今後 10年間を、「現状の整理や把握・計画づくり（前期）」、「課題解決や地

域資源活用の実践（中期）」、「地域の自立と持続的な運営（後期）」という期間で区切って

示しています（図表 4－1）。 

さらに、地域コミュニティ組織の「組織力（住民自治力）の深化」とともに「活動力の

向上」、行政をはじめとする多様な主体との「協働の深化」による住民自治運営に必要な方

策について示していきます。 

図表 4-1 地域コミュニティの取組みを通じた組織力、活動力、協働の変容 
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持続可能な地域コミュニティづくりの方策の概要は図表 4－2のとおりであり、「現状の

整理や把握・計画づくり（前期）」、「課題解決や地域資源活用の実践（中期）」、「地域の自

立と持続的な運営（後期）」に関連する項目とその実施時期の目安を示しています。また、

各項目の実施主体である地域コミュニティ組織と行政の主な取組み事項についても記載し

ています。詳細については次節以降で示します。 

図表 4-2 持続可能な地域コミュニティづくりの方策の概要（前期・中期・後期は各 3年～4年） 

主体 

 

実施項目 地域コミュニティ 

組織がやること 
協働でやること 行政がやること 

実施時期の目安 
前

期 

中

期 

後

期 

⑴
組
織
力
の
深
化 

①住民意識の深化 ● ●  当事者意識の醸成 
住民理解の深化と参

画の促進 

地域と関わる市職員

の育成 

②地域コミュニティ

組織と行政区との

関係 

● ● ● 
行政区との相互補完

の関係づくり 

協働で進める地区の

実情把握 

地区に見合った情報

提供 

③地域づくりに関わ

る人材の発掘・育成 
● ● ● 

人材の発掘と人をつ

なぐ組織運営 

地域コミュニティを

進化するための研修 

地域コミュニティ組

織の事務局機能の強

化 

⑵
活
動
力
の
向
上 

①地域づくり計画の

策定と実行 
●   

住民ニーズにあった

地域づくり計画策

定・見直し 

地域づくり計画策定

を通じた特色ある活

動への展開 

策定に必要な情報提

供と市施策等との関

連付け 

②指定管理者制度 ● ● ● 
指定管理者制度の研

究と体制整備 

協働による制度設計

と柔軟な活用 

効果的かつ円滑な指

定管理移行 

③地域コミュニティ

組織の法人化の検討 
 ● ● 

組織の実情に応じた

法人化の検討 

協働による法人化の

検討 

地域コミュニティ組

織の状況に応じた支

援 

④地域コミュニティ

組織の財源の確保 
  ● 

事業の見直しを踏ま

えた財源確保 

行政事務事業の協働

化 

財源の情報提供と交

付金のあり方検討 

⑶
協
働
の
進
化 

協働の推進 ● ● ● 多様な主体との連携 

中間支援組織を交え

た協働による地域づ

くり 

体制の整備・仕組み

づくり 
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２ 持続可能な地域コミュニティづくりの方策  

（１）組織力の深化 

❶ 住民意識の深化 

地域コミュニティに関して、「地域コミュニティのことがよくわからない」「設立意義が

見いだせない」といった住民への浸透が進んでいないことや、「行事や活動への参加者が少

ない」といった住民の理解・参画不足が地域コミュニティ組織の課題として挙げられてお

り、住民意識を「深化」していく必要があります。 

地域コミュニティ組織

がやること 

【当事者意識の醸成】 

・地域コミュニティの広報・広聴に努め、住民の当事者意識を高

める 

・地域の課題等を我が事として捉え、地域の活動に自主的・主体

的に取り組む住民を育成 

協働でやること 

【住民理解の深化と参画の促進】 

・市公式ホームページや市広報誌等を通じて、各地域コミュニ

ティ組織の取組みを紹介 

・地域コミュニティに対する住民の理解を深め、参画を促進 

行政がやること 

【地域と関わる市職員の育成】 

・市職員の地域コミュニティへの理解を深める取組みの推進 

・地域の一員として積極的に地域コミュニティに関わる市職員

の育成 

❷ 地域コミュニティ組織と行政区との関係 

地域コミュニティ組織と行政区との関係を整理するためには、お互いの役割を明確にす

ることや、相互に補完できるような関係づくりが必要です。例えば、地区全体に関わるも

のは地域コミュニティ組織で、行政区単位で行う方が効果的な取組みは行政区で行うとい

ったイメージを地区内で共有することが考えられます。 

地域コミュニティ組織

がやること 

【行政区との相互補完の関係づくり】 

・行政区からの出役方法の見直しや地域コミュニティ組織の運

営に適した出役の実施 

・双方の役割に見合った体制による相互補完の関係づくり 

・行政区の課題や資源の整理 

協働でやること 
【協働で進める地区の実情把握】 

・地区内の事業全般の状況把握や地区に必要な事業の検討 

行政がやること 

【地区に見合った情報提供】 

・各地区に見合った地域コミュニティ組織と行政区の関係や出

役方法等、他地区の事例を紹介 

・地域コミュニティ組織の事業展開に対して、各課横断的な支

援実施 

・全職員のコミュニティ能力＊のアップ 
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❸ 地域づくりに関わる人材の発掘・育成 

地域コミュニティ組織を支える「人」を発掘するには、それぞれの地域コミュニティ組

織にふさわしい人材を事業やイベントを通じて人材発掘する地域の動きが必要です。また、

地域コミュニティ組織の体制では、誰でも役員になれるような柔軟な仕組みづくりが望ま

れます。 

地域コミュニティ組織

がやること 

【人材の発掘と人をつなぐ組織運営】 

・これまでの職歴や経験が地域活動に活かされる人材の発掘 

・女性、若者、子ども等が活躍できる場の提供 

・地域コミュニティ組織の規約や組織図、事業計画書などの文

章化・明確化など、次世代へつなぐためのマインドの共有 

協働でやること 

【地域コミュニティを進化するための研修】 

・地域コミュニティの推進に必要な知識を持った人材を育成す

るための研修の実施 

行政がやること 

【地域コミュニティ組織の事務局機能の強化】 

・地域マネージャー等の意識とマネジメント能力の向上 

・地域コミュニティ組織の運営を担う人材の育成 

（２）活動力の向上 

❶ 地域づくり計画の策定と実行 

地域づくり計画の策定にあたっては、可能な限り多くの地区住民が参画して行うものと

します。その内容は、地域の将来像にあった実現可能な計画とします。 

また、地域づくり計画の期間は概ね 10年間としますが、地区の実情にあわせて見直しを

行うものとします。 

地域コミュニティ組織

がやること 

【住民ニーズにあった地域づくり計画策定・見直し】 

・設立後の取組み状況を検証 

・広く地区住民のニーズを把握 

・地区住民の声を汲み取り、計画の見直し 

協働でやること 

【地域づくり計画策定を通じた特色ある活動への展開】 

・棚卸しやニーズ把握を地域コミュニティ組織とともに実施 

・地域性や地域の関心事を地区住民から学び特色がある活動へ

の展開 

行政がやること 

【策定に必要な情報提供と市施策等との関連付け】 

・地域づくり計画策定に必要な情報提供 

・組織が策定した地域づくり計画を関係課や関係機関と共有 

・組織が策定した地域づくり計画を受け、必要により本ビジョンの見直し 

・地域コミュニティ組織の事業展開に対して、各課横断的な支援実施 

・全職員のコミュニティ能力＊のアップ 

・地域コミュニティアドバイザーの派遣による地域の指導・助言 

※【地域づくり計画に盛り込む項目】…「あり方方針…H27.2策定」より引用 

地域の概要、地域の資源や魅力、地域の問題や困りごと、地域づくりの基本理念、取り組むべき活動

や事業、年度別の事業スケジュール、その他の資料、各種団体の概要や地図等 
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地域コミュニティ トピックス その２  

地域づくりに関わる人材の発掘 

●小坂ボランティアグループO.V.G 夢コミュニティ小坂 

小坂地区内の災害時における被災者支援のためのボランティア活動、平時における災害ボラテ

ィア研修の実施を通じて小坂地区住民の共助を進めるとともに防災意識を向上させることを目的

として小坂災害ボランティアグループ「たすけあい隊 O.V.G」が 2021 年 10 月に発足し、74 名

の方が登録しました。 

ボランティアグループへの登録は高校

生以上（高校生は保護者の許可が必要）

でボランティア活動に関心・意欲がある小

坂地区住民です。 

たすけあい隊O.V.G基本スタンス 

1. 無理をしない！ 無理をさせない！ 無理を言わない！ 組織とする。 

2. 誰にもわかりやすく、活動しやすい、必要最小限の指針内容とする。 

3. 現行の防災、福祉、高齢者交流等に関する「あんしん・助け合い部会」事業の中から防災

に関しては、全て小坂災害ボランティアグループに移譲する。 

4. 出来るところから出来ることだけ始める。 

5. ボランティアグループへの参加・脱退は個人の自由とする。  

防災分野で地域づくりに関わりたい、できる範囲で関わりたいという地区の皆さんの声を聴き、

仕組みをつくることで新たな人材が集まりました。 

●チャレンジ事業 日高地区コミュニティ「きらめき日高」 

チャレンジ事業とは、「日高地区のみんなで、楽しいことはいっしょにしたい、困っていることは

助けたい、日高の資源を活用したいなど、自身が『やりたい』と思われている方を応援する」をコ

ンセプトに、コミュニティ組織だけでは実施することができない地域に関する事業を、手挙げ方

式にて地区の方に申請いただき実施してもらう事業です。 

普段、コミュニティ組織に関わることの少ない若者からの提案で、フリーマーケットが実施され

たり、日高かるたが作成されたりしています。新たな人材発掘の 1つの方法として試行錯誤を繰り

返しながら、実施しています。 
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❷ 指定管理者制度 

本市では、将来的には、すべてのコミュニティセンターの管理を指定管理者制度へ移行

する予定です（「あり方方針」より）。 

その目的は、より多くの施設管理の権限を市から地域コミュニティ組織へ移し、地区の

活動拠点としてこれまでよりも活用しやすくしようとすることです。 

地域運営組織（本市でいう地域コミュニティ組織）の先進地といわれる自治体では、地

域運営組織がコミュニティセンターなどの指定管理者となり、地域づくりの拠点として柔

軟に活用している例もあります。 

指定管理移行後も、市は地域コミュニティ組織と協働し、ともに地域づくりに取り組む

とともに、地域の主体的な活動を尊重しながら必要な支援を行っていきます。 

地域コミュニティ組織

がやること 

【指定管理者制度の研究と体制整備】 

・コミュニティセンターの指定管理受託を前提として、その課

題や効果的な制度の活用を検討し、受託に向けた体制を整備 

協働でやること 

【協働による制度設計と柔軟な活用】 

・指定管理者制度への移行が地域コミュニティの推進により有

効に働くよう組織の意見を踏まえた制度設計 

・双方協議による制度の枠内での柔軟な運用 

行政がやること 

【効果的かつ円滑な指定管理移行】 

・コミュニティセンターの指定管理移行に向けたスケジュール、

管理運営の仕様の検討 

・指定管理料等の検討、適切な予算措置 

・地域コミュニティ組織への情報提供と相談支援 

コミュニティセンター指定管理移行（イメージ） 

 

  

め
ざ
す
将
来
像
を
実
現
す
る
た
め
の
方
策 

第
４
章 



 

55 

 

❸ 地域コミュニティ組織の法人化の検討 

地域コミュニティ組織は、法人格を取得することで、法人名義での契約や財産所有が可

能となり、権利関係や責任の対象・範囲等をはっきりすることができます。 

このことは、代表者や役員の心理的負担の軽減につながり、事業の継承や後継者確保に

も有利に働きます。 

ただし、地域コミュニティ組織を法人化する場合、組織全体を法人化する方法と組織の

一部、例えば事業部門だけを法人化（組織運営・意思決定部門は非法人）する方法、組織

から独立した別組織として設立する方法がありますが、組織全体を法人化する場合、現状

の法人制度では適した法人格がないという課題があります（図表 4－3）。 

図表 4-3 地域コミュニティ組織の法人化のイメージ 

 

地域コミュニティ組織

がやること 

【組織の実情に応じた法人化の検討】 

・法人化の目的を明確にしたうえで法人化の是非を慎重に検討 

・組織の状況や目的に適合した法人化の方法と種別の選択 

協働でやること 

【協働による法人化の検討】 

・法人化することが適当と考えられる場合、地域コミュニティ

組織と行政が法人化の方法を協議 

行政がやること 
【地域コミュニティ組織の状況に応じた支援】 

・専門の相談先や助成制度の情報を提供 
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地域コミュニティ トピックス その３  

組織の法人化 

NPO法人 竹野南地区コミュニティわいわいみ・な・み 

●法人格取得の経緯と理由 

コミュニティ組織設立当初から、任意団体として地域課題を解決する活動する中で、会長へ

の責任の集中や契約関係の課題を解決するための 1 つの手法として、法人格を取得する必要

性が当時の役員のみなさんの中で認識されました。 

議論を進め、法人格を取得することで、組織全体で責任を持つことができ、会長への責任の

集中を避けていくべきであると結論を出しました。 

●NPO法人を選択した理由 

収益を目的とするのではなく、地域課題

の解決をめざす活動に適している組織体と

判断するとともに、資金繰りの面でも、収益

の分配ができないこと、剰余金を次の事業

に充てられることなどがあり、竹野南地区で

はNPO法人が良いと判断しました。 

●設立手続きの進捗状況 

設立に向けて、定款の作成、事業計画や予算の策定、特定非営利活動の種類の選定などの

手続きを進めてきました。定款案は兵庫県の様式を基に修正を加え、無料の専門家にも相談し

ながら作成しました。 

●財源確保と新規事業への取り組み 

剰余金を次の事業に充てられることが重要な点です。施設の修繕費用や新規事業への取り

組みには財源が必要となるため、きちんと剰余金の確保を行いつつ活動を行っています。 

事業を行う中で、新たな地域課題が見えてくることもあります。それにどう対応するかを考え

る中で、新規事業も生まれてきます。具体的

な事例としては、生活支援サービスに取り組

む中で、その事業に当てはまらない方や事

例をどう拾っていくのか、と考えていくことに

より次の新規事業につながっていきます。 
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❹ 地域コミュニティ組織の財源の確保 

地域コミュニティ組織は、その活動を進め自立していくことが求められます。 

市は、旧地区公民館の活動費を超える交付金を交付し、地域コミュニティ組織の基礎的

な活動部分への支援を今後も継続していきます。組織がこれまで以上に地域コミュニティ

づくりを進めるために、新たに財源確保が必要となる場合には、自主財源を確保していく

ことも求められます。 

地域コミュニティ組織

がやること 

【事業の見直しを踏まえた財源確保】 

・既存事業の整理による財源確保の検討 

・国・県・団体等の補助金、スモールビジネス、参加料や利用料

等の徴収、地区住民負担金、寄付、業務の受託等による財源確

保 

協働でやること 

【行政事務事業の協働化】 

・地域コミュニティ組織と行政の協議の中で組織が担える行政

の事務事業を洗い出し、委託・共同実施等を検討 

行政がやること 

【財源の情報提供と交付金のあり方検討】 

・地域コミュニティ組織が活用できる財源の情報収集や情報提

供 

・交付金の活用状況・組織の決算状況等（コミュニティづくり交

付金については 3年間）の検証・必要に応じた見直し 

（３）協働の深化 

協働の推進 

今後、めざす将来像を実現するために、地域コミュニティ組織と行政や NPO、企業、地域

の団体等の多様な主体が協働して取り組み、できることの幅を広げることが大切です。 

多様な主体を取り込みながら、地区住民が主体的に地域づくりに関わり、力を発揮でき

るような事業が継続し、活発に展開されることで、住民の自治意識や地区への愛着が高ま

り、地域コミュニティのさらなる進展が期待できます。 

地域コミュニティ組織

がやること 

【多様な主体との連携】 

・地区における協働の拠点・窓口として機能し、多様な主体と連

携しながら地区住民が主体的に地域づくりに参画できるよう

な事業を展開 

協働でやること 

【中間支援組織を交えた協働による地域づくり】 

・中間支援組織を交えた地区の現状・課題・ニーズ等の調査の実

施と各地区に合った協働事業の検討 

行政がやること 

【体制の整備・仕組みづくり】 

・地域との協働の現状を把握・整理し、新たな展開を検討 

・地域からの声に柔軟に対応できるよう、関係課間の関係性の

整理・見直しを行い、継続的な意見交換や情報共有の場を設置 
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地域コミュニティ トピックス その 4  

多様な主体との協働事業 

～地区内の医療・福祉施設の方との意見交換会～ コミュニティなかすじ 

●地区住民で課題解決に取り組む 

中筋地区は、高齢化率が豊岡市全体での平

均値より高く、中筋の地域づくり計画である

「里づくり計画」策定での、住民アンケートをは

じめとするニーズ調査から「高齢化が進む中、

今後地域で暮らし続けるにはどうすればよい

か」という課題が見えてきました。 

福祉・健康を担当する「まごころ部」では、活

動の中心が行政区となることから毎回の会議

に区長に出席いただくことで行政区からの理解・協力が得られるよう取り組んでいます。 

●地域で見守り活動 

また、日常生活見守り（助け合い）マップ作成や「お元気ですか訪問」として、70 歳以上の１人

住まいの方を中心に各区で訪問を行うとともに、2019 年からお役立ち情報誌を手渡しながら

全戸配布し、顔の見える活動として取り組んでいます。 

お役立ち情報誌に、中筋地区内の医療・福祉事業所の連絡先や役立つ情報・対応可能な事

柄などを掲載していることがきっかけで、2022 年度意見交換会として医療クリニック、薬局、

デイサービスなどの各医療・福祉事業所、JA 福祉部や社会福祉協議会、民生委員児童委員の

方々に参加いただき、地域福祉についての会議を実施することができました。 

現在も継続的に意見交換会を行っており、地域コミュニティ活動への理解と協力が得られ、

地区内の協働事業に繋がっています。 

●多様な主体との協働事業 

意見交換会を行うことにより、次の協働事業がうまれました。 

〇医療クリニック 健康講演会（講師）、お役立ち情報誌（監修） 

〇薬局  健康講演会（講師、健康チェック、血流チェック） 

〇福祉事業所 文化まつり（デイサービス福祉車両を借りて、来場者の送迎） 

協働事業を実施することにより、専門的な事業者にコミュニティの活動をより深く知ってもら

ったり、コミュニティ側も専門職の視点から見た地区内の状況と課題を共有したりできるため、

次の協働事業がより効果的に広がりをもって実施できます。 
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３ 行政による地域コミュニティ政策のあり方  

地域コミュニティ組織は、組織力や活動力を高めるとともに、必要な協働のパートナー

を模索し、取組みを進めていきます。また、行政は、めざす地域コミュニティの将来像の

実現に向けた施策を、地域コミュニティ組織と協働で進めていきます。 

（１）地域コミュニティ政策の推進に関する庁内連携 

これまでは、主に地域づくり課及び各振興局地域振興課が地域コミュニティ政策を推進

し、「地域コミュニティ担当者会議」が唯一の庁内連携の場となっていました。行政として

各振興局の職員体制を補いながら今後、地域コミュニティ政策をさらに推進するためには、

これまで以上に市役所内部の連携を強化・充実していくことが重要となります。 

このことから、「地域コミュニティ担当者会議」に加え、福祉、防災、子育て・教育、地

域振興等の関係部署の担当職員同士が、地域コミュニティの取組みに関する情報共有、関

連事業の協議・調整等を行う「地域づくり職員ネットワーク」を 2020年に創設しました。

特に地域コミュニティ組織で人材育成、地域づくり計画の策定・見直しを通じた実行性の

ある活動につながるよう、地域コミュニティ組織と協働し地域に根差した地域コミュニテ

ィづくりを行っています。 

（２）さまざまな主体による支援体制の確立 

めざす地域コミュニティの将来像の実現に向けては、地域づくりのための専門性、きめ

細やかな地区の運営状況の把握、その対処を行う仕組みが必要といえます。 

このことから、市が委嘱している地域コミュニティアドバイザーや兵庫県地域再生アド

バイザー等の専門家や地域づくりの実務者による「地域づくり戦略会議」を設置していま

す。その役割は、地域コミュニティビジョンの進捗状況の把握、交付金や事業の評価等を

行います。 

また、職員体制や地区数の関係から、行政職員のみでは専門的な関わり方が行えないこ

ともあるため、地区の運営状況の把握やその対処を行政と密接に連携して行う、中間支援

組織の運営を支援します。 

これらの支援体制により、地域コミュニティ組織だけではなく、中間支援組織も含めた

仕組みによる持続可能な住民自治につなげていきます（図表 4－4）。 
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図表 4-4 庁内推進体制のイメージ 
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市役所内の庁内連携「地域づくり職員ネットワーク」 

市では、地域コミュニティビジョンの実現に向け、これまで以上に市役所内部の連携を強化・

充実していくことが重要であると考え、地域との協働を推進するため、2020 年度に「地域づく

り職員ネットワーク」を設置しました。 

この地域づくり職員ネットワークにおいて、これまで区に対して行っていた依頼事項の整理を

することで、事業の統廃合を検討する機会としています。具体的には、地域の課題に関連する

部署が集まり、事務レベルの連携だけでなく、各種制度の見直しも進めています。 

これまでに、区から選任される委員（健康推進委員）の廃止、福祉関連 4 事業の申請書およ

び受付窓口の 1本化、配布物の削減などに組んでいます。 

■取組事例“配布物の削減” 

2021 年度に実施した「支えあう地域のしくみを考えるアンケート調査」では、「市からの依頼

で特に改善が必要と思われるもの」として、区長・町内会長の多くが「イベントの案内」「募金の取

りまとめ」「市広報の配布」を選択されていました。 

そこで職員ネットワークでは、この課題を解決するため、2023 年度から関係各課で連携し、

行政区への配布物の削減に取り組んでいます。 
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※インターネットから情報が得にくい方に対しては、コミュニティセンターなどに設置を

想定している留め置きチラシ等で情報伝達を図る。 

  いる留め置きチラシ等で情報伝達を図る。 
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（３）実行性のあるビジョンに向けて 

本ビジョンは、実行性のあるものになるよう次のとおり進めていきます。 

図表 4－5のように、先に示した方策を参考に、地域コミュニティ組織と行政双方で施策

の計画（PLAN）・実行（DO）・検証（CHECK）・見直し（ACTION）を行います。 

地域コミュニティ組織では、各年度の事業計画や地域づくり計画を策定し（PLAN）、地域

に即した活動を実行し（DO）、年度の変わり目や役員改選時期等に取組みを振り返り検証を

行います（CHECK）。その検証結果をもとに、計画の見直し等につなげます（ACTION）。 

行政では、本ビジョンの実現に向けて、全庁的な連携を図るとともに、アクションプラ

ン（行政側の行動計画）を 2020年度中に作成し（PLAN）、協働のパートナーとして地域コ

ミュニティづくりに関わるさまざまな施策を進めます（DO）。その後は、地域コミュニティ

組織の実情を考慮しながら、中間年となる策定 5年後（2024年度）にビジョンの検証を行

い（CHECK）、ビジョン及びアクションプランの見直しを行います（ACTION）。また、アクシ

ョンプランの実行については、職員ネットワークや地域づくり戦略会議で得られる情報や

専門的知識をもとに、地域の実情にあった施策の実施に努めます。 

また、地域づくり戦略会議は、地域コミュニティビジョンの実現に向けた進捗評価・ア

ドバイスを行います（図表 4－5）。 

図表 4-5 地域コミュニティ組織と行政の PDCAサイクル 
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第５章 まとめと課題 

１ まとめ  

これまで、第 1章では本ビジョン策定のねらいとして、「あり方方針」で触れることので

きなかった「地区がめざす姿」や「実現するための方策」を本ビジョンで明らかにしてい

くことを示しました。 

第 2 章では、市内の 6 地域や 29 地区あるいは単位行政区で、地域を取り巻く情勢に焦

点を当て、分野ごとにその変化を整理しました。また後半では、行政区及び地域コミュニ

ティ組織について現状と課題等を整理しました。 

第 3章では、「誰もが安心して幸せに暮らし続けられる地域」という理念を掲げ、地域コ

ミュニティの将来像について、「住み続けられる地域の維持」「暮らしやすさの持続」「個性

ある地域の誇りづくり」という 3つの基本方針の下、分野ごとに具体的なコミュニティ像

を示しました。 

第 4章では、第 3章で示した地域コミュニティの将来像と、第 2章で整理した地域コミ

ュニティ組織の実態を考慮し、めざす将来像を実現するための方策として、地域コミュニ

ティ組織による主体的な取組みや、行政等、多様な主体と地域コミュニティ組織との協働

の取組みを整理しました。また、地域コミュニティの推進に関わる市役所内の体制整備を

示し、持続可能な地域コミュニティづくりを支える仕組みを示しました。 

以上、簡単に振り返りましたが、本ビジョンの役割として、地域コミュニティ組織によ

る取組みの実践や地域づくり計画策定・見直しの参考とすることが考えられ、また市にお

いては、地域コミュニティづくりに関する政策立案等の指針として地域コミュニティづく

りの推進に活用していくこととします。 

また、本ビジョンでは十分に議論ができないまま策定に至った残された課題である、「地

域コミュニティと学校教育」と「地域コミュニティ組織と行政区の関係」については、以

降の節でその課題について触れておきます。 
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２ 残された課題  

（１）地域コミュニティと学校教育 

地域コミュニティと学校は、それぞれが子どもたちの夢を実現していく当事者として、

責任と役割を果たし、互いに連携・協力して、子どもたちの教育に取り組む必要がありま

す。 

地域コミュニティ組織のエリアと小学校の分布をみても、本市の地域コミュニティ活動

は、地域と身近な学校との連携、協働によって行われてきことがわかります（図表 5－1）。

地域では、多様な主体が学校行事に参加することをきっかけに、次世代の後継者育成にも

つながっていきます。 

また、学校では子どもたちが地域の中でふるさと教育＊の学びを通して、地域との連携・

協働関係を深めながらさまざまなふるさとの魅力を知り、自分のふるさとに愛着をもつこ

とにつながります。 

図表 5-1 地域コミュニティ組織のエリアと小学校の分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（出典）豊岡市地域づくり課 

このように地域コミュニティと学校が互いの知識や経験を活かして、地域全体で地域づ

くりや子どもたちの教育に取り組んでいくことが重要です。 

こうした中で、地域では高齢化とともに少子化が進んでおり、「小学校区別就学前児童数」

によると、小規模校、少人数学級が増加傾向にあります（図表 5－2）。しかし、これまで地

域では学校の現状や学校規模によるメリット・デメリットについて、議論する場がありま

せんでした。 

今後、地域特性に応じた地域と学校の連携・協働関係をどのように築き、地域づくりや

子どもたちへのふるさと教育＊を進めていくかなど、地域全体で考えていく必要がありま

す。 
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図表 5-2 小学校別就学前児童数（2024年 3月末時点） 

 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 就学前計 

豊 岡 小 校 区 42 29 55 45 36 51 258 

八 条 小 校 区 49 43 39 48 57 43 279 

三 江 小 校 区 14 15 19 18 19 15 100 

田鶴野小校区 21 27 19 19 30 22 138 

五 荘 小 校 区 63 95 79 85 99 109 530 

新 田 小 校 区 23 26 18 23 37 26 153 

中 筋 小 校 区 14 8 9 13 9 6 59 

港 小 校 区 7 6 6 6 9 11 45 

神 美 小 校 区 3 9 7 8 11 9 47 

豊 岡 236 258 251 265 307 292 1,609 

城 崎 小 校 区 7 12 8 9 14 12 62 

城 崎 7 12 8 9 14 12 62 

竹 野 小 校 区 10 17 14 17 24 15 97 

竹 野 10 17 14 17 24 15 97 

府 中 小 校 区 14 15 17 23 21 13 103 

八 代 小 校 区 1 1 1 1 4 2 10 

日 高 小 校 区 45 44 49 52 64 68 322 

三 方 小 校 区 6 6 6 5 14 14 51 

清 滝 小 校 区 7 8 12 5 8 8 48 

日 高 73 74 85 86 111 105 534 

弘 道 小 校 区 14 11 29 25 20 17 116 

福 住 小 校 区 12 9 11 7 15 19 73 

小 坂 小 校 区 5 4 7 10 8 12 46 

小 野 小 校 区 4 4 3 7 5 5 28 

出 石 35 28 50 49 48 53 263 

合 橋 小 校 区 4 8 15 3 6 14 50 

資 母 小 校 区 2 7 7 6 7 8 37 

但 東 6 15 22 9 13 22 87 

計 367 404 430 435 517 499 2,652 
（出典）住民基本台帳 

（２）地域コミュニティ組織と行政区の関係 

本ビジョンでは、地域コミュニティ組織の運営を中心に整理をしてきましたが、地域コ

ミュニティ組織の運営には、行政区の協力が重要といえます。地域コミュニティ組織への

役員・部員等の選出について、約 9割が行政区を通じた選出であり、特に全体の 65.7％が

「行政区の充て職」です（図表 5－3）。 

一方、行政区の課題に関する質問については、「役員のなり手が少ない（68.8％）」「役員

の負担が大きい（59.8％）」「行政からの依頼事項が多い（52.3％）」という上位 3項目につ

いて、半数以上の行政区から回答がありました（図表 5－4）。また自由記述からは、「地域

コミュニティ組織の発足以降、負担が増えた」という回答もありました。 
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図表 5-3 行政区からの役員・部員等の選出方法（360行政区中、321行政区から回答） 

 
（出典）地域コミュニティに関する調査結果報告書 

図表 5-4 行政区の課題 

 
（出典）地域コミュニティに関する調査結果報告書 

※321行政区から回答。棒グラフは回答数を表し、パーセンテージは回答が 

あった行政区の割合を示す（複数回答可） 

このように、地域コミュニティ組織は、行政区との関わりが強く、行政区から地域コミ

ュニティ組織へ役員が選出されている結果、行政区への負担が高まっており、そのことを

理由とする役員のなり手不足が行政区の課題になっているといえます。 

これにより、地域コミュニティ組織だけに着目するのではなく、行政区に目を向けた現

状把握や将来見通しの整理が必要ということがわかりました。このことから、行政区役員・

住民の負担軽減や効果的な自治運営に向け、①行政区の運営面の状況と②行政区機能の再

構築の可能性について次に示します。 

  

選出なし 11.8%

充て職

65.7%

話し合って

34.9%

輪番制 6.9%

自主的に 9.0%

選出なし

充て職

話し合って

輪番制

自主的に

7 (2.2%)

168 (52.3%)

54 (16.8%)

51 (15.9%)

95 (29.6%)

13 (4.0%)

39 (12.1%)

47 (14.6%)

192 (59.8%)

221 (68.8%)

0 50 100 150 200 250

なし

行政からの依頼事項が多い

予算が少ない

活動が硬直化

活動の参加者が少ない

未加入世帯が増加している

意見の調整が難しい

住民の負担が大きい

役員の負担が大きい

役員のなり手が少ない
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❶ 行政区の運営状況 

行政区の運営面の状況について、本市におけるア．単位行政区の状況整理、イ．都市的

地域＊と中山間地域＊の地域性を考慮した状況整理、ウ．区長・町内会長の地域階層（市全

域・地域・地区・行政区）別位置づけについて整理します。 

ア．単位行政区の状況整理 

図表 5－5は、単位行政区の現状について整理したものです。本市では依然として行政区

が住民組織の中心的役割であり、組織内部では共同作業や伝統の継承が行われており、顔

が見える関係であるといった特徴があります。また、外部との関係では、市からの情報や

対外的な窓口として、各種依頼事項にも対応できる組織ともいえます。 

一方、行政区の弱みとしては、世帯代表を中心に組織が構成されているため、女性や若

者など多様な主体の参加が難しいことが挙げられます。また前述のアンケートの結果にも

あるとおり、役員の負担が大きく、役員のなり手不足等が挙げられます。この他にも、市

の下請け的な組織という意見もあり、アンケートの結果にある「行政からの依頼事項が多

い」の回答率の高さからもこの点を推し量ることができます。 

図表 5-5 単位行政区の状況整理 

 
（出典）豊岡市地域づくり課 

  

行政区外部の現状 

・人口、世帯数減 ・市から情報が伝わる 

・代替組織の不在 ・存在が浸透した組織 

・市の下請け的という認識 ・強固な団結 

・戸主中心の組織 ・伝統的に運営された組織 

・役員の負担が大きい ・顔の見える関係 

・役員のなり手不足 ・多数の世帯が加入 

行政区内部の現状 

行
政
区
の
強
み 

行
政
区
の
弱
み 
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イ．都市的地域＊と中山間地域＊の地域性を考慮した行政区の状況整理（第 2章：P.20再掲） 

第 2 章でも触れたとおり、都市的地域＊は中心市街地の近郊で人口増加もみられ、この

ような行政区では他地域からの移住者も多く、旧来から住む住民との関係づくりや、新住

民同士の関係づくり等、新たな住民間の関係づくりが必要といえます。しかし、その関係

づくりが行えないため、一部の住民のみで行政区運営をせざるを得ない場合があります。 

一方、中山間地域＊といった農村部では人口流出の傾向にあり、それにともない少子化・

高齢化や行政区の小規模化がみられます。この他にも、行政区では青年会・中年会などの

年齢別集団が成り立たず解散し、行政区運営に支障をきたしている例もあります。 

ウ．区長・町内会長の地域階層（市全域・地域・地区・行政区）別位置づけ 

豊岡市区長連合会をはじめとした区長・町内会長の地域階層別位置づけについて図表 5

－6 のとおり整理しました。ここからわかることは、区長・町内会長は階層構造を築いて

おり、地域レベルや市全域レベルの上部組織では、行政が事務局を担当しており、行政と

密接な関係があるといえます。また重層的であるために、より上部組織の役員となった区

長・町内会長は会議や充て職による出役が頻繁となり、負担が大きくなると考えられます。 

図表 5-6 区長・町内会長の地域階層別位置づけ 

 区長・町内会長の階層別組織 市内組織数 事務局 各選出方法 

市 全 域 豊岡市区長連合会 1組織 市役所総務課 
各地域区長協議会・城崎

町町内会長会から選出 

地 域 
地域区長協議会 

※城崎地域は城崎町町内会長会 
6組織 

市役所総務課、各

振興局地域振興課 

地域内の区長・町内会長

で構成 

地 区 
地区区長会 

※城崎地区は城崎町町内会長会 
29組織 

自主運営 
※城崎地区は地域振興課 

地区内の区長・町内会長

で構成 

行 政 区 行政区・町内会 360組織 自主運営 
各行政区の世帯主から区

長・町内会長を選出 

（出典）豊岡市地域づくり課 

以上、行政区の運営面を整理しました。「地域コミュニティ組織の発足以降、負担が増え

た」という意見や、これまでからの単位行政区の運営状況、地域情勢の変化や組織構造で

も行政区役員や住民の負担が増大していることがわかりました。このことから、その対処

策の一つとして、行政区機能の再構築の可能性を地域コミュニティ組織との関係性を考慮

した上で整理します。 
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❷ 行政区機能の再構築の可能性 

行政区機能の再構築について、ここでは行政区同士の「活動の連携」と地域コミュニテ

ィ組織による「活動の補完」の一例を紹介します。 

ア．活動の連携の一例 

隣接する a行政区と b行政区の子ども会

活動について、子育て世帯の減少から、そ

の負担の軽減や互いの行政区活動の充実の

ために、隣接する行政区同士で子ども会を

再編成したイメージです（図表 5－7）。この

ような事例は市内数か所であります。 

イ．活動の補完の一例 

B 地区コミュニティに属する行政区の営

農活動では、耕作が続けられなくなった農

地を地域コミュニティ組織が集約すること

で、各農家や各行政区（農会）の負担を軽

減するとともに、地区全体の農地保全や農

作物生産につなげる動きです（図表 5－8）。

このような事例は竹野南地区で行われてい

ます。 

以上のように、行政区機能の再構築をす

るためには地域コミュニティ組織が関係行

政区と一緒になって調整することが望まし

いといえます。その際に大切な視点は、行政区を越えて、地域コミュニティの構成員同士

による日常的なつながりを創り、そのつながりを活かして関係行政区個々の状況を丁寧に

把握していくことです。 

このように、行政区は地域コミュニティ組織と密接な関係にあり、その機能が低下しつ

つあることから今後、行政区のあり方についても議論が必要です。また、行政は行政区ア

ンケートの結果にある「行政からの依頼事項が多い」という意見に対し、行政内部で行政

区や地域コミュニティ組織との関わり方の整理についてもあわせて議論していきます。 

  

図表 5-7 行政区同士による活動の連携 

（出典）豊岡市地域づくり課 

図表 5-8 地域コミュニティ組織による活動の補完 

（出典）豊岡市地域づくり課 
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あとがき  

地域コミュニティビジョンを策定するにあたって、地域コミュニティビジョン策定検討

委員の皆様をはじめ、多くの地域住民の方々にさまざまな意見をいただきました。 

また難しくなりがちな事業や取組みをできるだけわかりやすく紹介するため、トピック

スとして行政区や地域コミュニティ組織等から提供いただいた事例を記載しました。 

本ビジョンの策定にご協力いただいた皆様に深く感謝を申し上げます。 

本ビジョンは、市が考える今後 10 年間でめざす地域コミュニティの将来像やその実現

のために地域コミュニティ組織や市が取り組むべき方策を全市的な視点で記述しました。 

具体的な取組み内容がイメージしやすいよう多くの取組み事例を掲載した結果、当初予

定していたページ数よりも大幅に増え、その内容も多岐にわたるものとなりました。 

各地区では、それぞれの実情に応じて参考となる部分を「地域づくり計画」の策定に活

用していただきたいと考えます。 

なお、本ビジョンの計画期間は 10年間（2020年度～2029年度）ですが、人口減少や少

子化、高齢化など、本市を取りまく厳しい状況は、今後も変化することが想定されること

から、組織体制やその機能も変化に応じて見直していく必要があります。 

また、残された課題として第 5章で触れた地域コミュニティと学校教育や行政区の問題

は、これまでの長い歴史の中で築かれてきた仕組みや伝統が背景としてある場合もあり、

一朝一夕に解決できるものでないことは事実です。 

このように難しい課題は残っていますが、地域コミュニティの取組みは、少しずつ着実

に進展しており、地区の課題解決や地域活力の維持・向上につながっている例もあります。 

市としては、地域コミュニティ組織による地域づくりがさらに進展し、確実なものとな

るよう、「地域づくり計画」の策定や見直しを支援するとともに、本ビジョンの具体的な行

動計画となる庁内横断的なアクションプランを作成し、地域コミュニティ組織と協働して

地域づくりに取り組んでいきます。 

本ビジョンが、住民の「我がこと」として課題解決に取り組もうとするきっかけとなり、

暮らしやすい地域づくりにつながることを期待しています。 
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参考資料（用語説明一覧） 

● インクルーシブ教育  

1994（平成 6）年にユネスコが中心となってスペイン政府と共催した、「特別ニーズ教育世界

会議」での「サマランカ声明」において初めて提唱された、人としての尊厳・意識の向上と、

人権、基本的自由及び多様性の尊重を目的とした概念。本ビジョンでは、障がいのある子ども

も、ない子どもも、ともに同じ教育の場で学ぶ仕組みとして使用している。 

● 危険空家  

建物が傾いている、屋根・外壁等が剥離し、隣家や道路の通行に危険な状態で、早急な対応

が求められている空家等。 

● 耕作放棄地  

1 年以上作付けされず、今後数年の間に再び耕作される予定のない土地で、耕地には含まれ

ない。 

● ご近所避難  

集落内のすべての家屋が「浸水区域」や「土砂災害警戒区域」に立地しており、なおかつ指

定された避難場所が遠くにある状況で、集落内で相対的に安全な場所の 2階以上に分散して避

難する方法があり、これを実践するために平時から誰が誰の家に避難するかをグループ分けし

ておくことが必要とされている。 

● コミュニティ能力  

市職員が地域と関わる力として使用している。具体的には、対等な立場での地域住民とのコ

ミュニケーション能力、地域のコーディネート能力等という意味で使用している。 

● 自主防災組織  

地域住民が、「自分たちの地域は、自分たちで守る」という連帯感で自主的に結成する防災組

織。平常時は、防災訓練の実施や防災用資機材の整備など、災害時は、情報の収集伝達、避難

誘導、消火・救助などを行う。 

● 社会的包摂  

すべての人々を孤独や孤立、排除や摩擦から援護し、健康で文化的な生活の実現につなげる

よう、社会の構成員として包み支え合うという理念・概念。 

● 第２種兼業農家  

兼業農家のうち、農業所得ではなく、兼業している職から主な所得を得ている家。農業所得

が主となっている兼業農家は、第 1種兼業農家という。 
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● 多世代参加型事業  

地域社会（コミュニティ）で多世代が交流・共生できるよう、年少者・子育て世代・高齢者

等に対する、それぞれの施策等を連携させた事業やサービス。 

● 特定空家  

そのまま放置すれば、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態の空家。 

● 都市的地域  

平地部に位置し、その周辺に比して高い人口密度をもち、経済的にも中心機能が集まってい

る地域のこと。本ビジョンでは、主に市街地やその近郊など人口が増加する傾向にあり、他地

域からの移住者も多い地域とする。 

● 土砂災害警戒区域  

土砂災害防止法 6条に基づき、土砂災害が発生した場合に、住民等の生命または身体に危害

が生ずる恐れがあると認められる土地の区域で、当該地区における土砂災害を防止するために

警戒避難体制を整備すべき区域。都道府県知事が、関係市町村長の意見を聞いて指定する。 

● 土砂災害特別警戒区域  

土砂災害防止法 8条に基づき、土砂災害警戒区域のうちで、著しい危害が生ずる恐れがある

と認められる区域。この区域内では、特定の開発行為に対する許可制、居室を有する建築物の

構造の規制等が行われる。都道府県知事が、関係市町村長の意見を聞いて指定する。 

● 中山間地域  

都市部や平地以外の主として、傾斜地や山林の多い地域のこと。平野の外縁部から山間地を

指し、雨水を吸収して水源を保ち、あわせて河川の流量を調節するための森林として国土保全

に重要な役割を担っているが、高齢化や過疎化で集落の維持が難しいなど課題も多い。本ビジ

ョンでは、主に農村部などで人口流出の傾向があり、少子化や高齢化、行政区の小規模化が進

んでいる地域とする。 

● パブリックコメント  

行政機関が政策の立案などを行う際にその案を公表し、この案に対して広く市民・事業者な

どから意見や情報を提出する機会を設け、行政機関は、提出された意見などを考慮して最終的

な意思決定を行うもの。 
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● ビオトープ  

生物が互いにつながりをもちながら生息している空間。特に、開発事業などによって環境の

損なわれた土地や都市内の空き地、校庭などに造成された生物の生息・生育環境空間を指して

いう場合もある。 

● ファミリーサポート事業  

市が「子育てを応援してほしい人（お願い会員）」と「子育てを応援したい人（まかせて会員）」

の会員相互の援助活動の連絡調整を行い、安心して育児と仕事が両立できる環境づくりを支援

する事業。 

● ふるさと教育  

「ジオパーク」「コウノトリ」「産業・文化」を共通課題として、豊岡の「ひと・もの・こと」

から学ぶ教育。 

● 保育所等の弾力的な運用  

市町村において保育所の待機児童解消等のため、定員を超えて入所できるようにすることを

いう。 

● UIターン  

U ターンは、進学や就職で出身地を離れた後、ふるさと志向などにより再び出身地に戻り移

り住むこと。I ターンは、都会や地方に生まれ育った人が、出身地とは違う地方での暮らしを

志向して移り住むこと。 
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■豊岡市地域コミュニティビジョン策定検討委員会開催状況等 

開催日・場所 検討内容 

2018年度 2018年 6月 4日 

豊岡市役所 庁議室 

第１回 策定検討委員会 

・地域コミュニティビジョンの内容と論点 

・委員会の進め方 

 2018年 10月 22日 

豊岡市役所 稽古堂 

第２回 策定検討委員会 

・地域コミュニティビジョン策定の流れ 

・全体構成、第１～３章の内容協議 

 2018年 11月 20日 

豊岡市役所 稽古堂 

第３回 策定検討委員会 

・地区ヒアリング（コミュニティなかすじ、八代おも

いやりネット） 

・素案に対する意見協議 

・第３～４章の内容協議 

 2019年 1月 7日～18日 

各担当課 

関係課ヒアリング 

・地域とのかかわりについて 

・豊岡市地域コミュニティビジョン（素案）記載内容

確認 

 2019年 2月 18日 

豊岡市役所 庁議室 

第４回 策定検討委員会 

・素案に対する意見協議 

・第５章の内容協議 

2019年度 2019年 4月 8日 

豊岡市役所 会議室 

市長への中間報告 

・ビジョンの策定経緯・趣旨説明 

・豊岡市地域コミュニティビジョン（素案）の説明 

 2019年 5月 27日 

豊岡市役所 庁議室 

第５回 策定検討委員会 

・素案に対する意見協議 

・第５章の内容協議 

 2019年 6月 4日 

豊岡市役所 会議室 

関係課ヒアリング（教育委員会） 

・第５章の内容協議 

 2019年 7月 16日 

豊岡市役所 庁議室 

第６回 策定検討委員会 

・素案に対する意見協議 

・第５章の内容協議 

・共同研究の調査報告 

 2019年 8月 25日 

豊岡市役所 大会議室 

地域コミュニティビジョン地域説明会 

・対象地域：竹野・日高 

・出席者：44名（うち市職員：6名） 
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開催日・場所 検討内容 

2019年度 2019年 8月 26日 

豊岡市役所 大会議室 

地域コミュニティビジョン職員説明会 

・市職員対象 

・出席者：122名 

 2019年 8月 26日 

豊岡市役所 大会議室 

地域コミュニティビジョン地域説明会 

・対象地域：豊岡・城崎 

・出席者：101名（うち市職員：14名） 

 2019年 8月 26日 

出石庁舎 大会議室 

地域コミュニティビジョン地域説明会 

・対象地域：出石・但東 

・出席者：54名（うち市職員：11名） 

 2019年 11月 1日 

豊岡市役所 第 3委員会室 

第７回 策定検討委員会 

・意見募集の結果と回答 

・素案に対する意見等について 

・ビジョン実現に向けた今後の動き 

 2020年 1月 20日  

策定検討委員会から市長へ最終案報告 

 2020年 2月  

地域コミュニティビジョンの策定・公表 

 

■市と島根大学との共同研究で実施したアンケート調査 

実施年度・アンケート名 調査対象・回答数 

2017年度 

 

調査期間 

8 月 10 日～

9月 24日 

地域コミュニティに

関する調査 

調査対象 

❶世帯訪問  3 区・町内会 79 世帯 

❷区・町内会  360 区・町内会 

❸地域コミュニティ組織  29 組織 

回答数 

❶世帯訪問  3 区・町内会 74 世帯（93.6%） 

❷区・町内会  321 区・町内会 （89.1％） 

❸地域コミュニティ組織  29 組織 （100.0％） 

2021年度 

 

調査期間 

8 月 24 日～

9月 15日 

支えあう地域のしく

みを考えるアンケー

ト 

調査対象 

❶小規模 集落世帯  82 区・町内会 1,943 世帯 

❷区・町内会  359 区・町内会 

❸地域コミュニティ組織  29 組織 

回答数 

❶小規模 集落世帯  82 区・町内会 1,067 世帯（54.9%） 

❷区・町内会  345 区・町内会 （96.1％） 

❸地域コミュニティ組織  29 組織 （100.0％） 
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■豊岡市地域コミュニティビジョン策定検討委員会委員名簿 

（任期：2018年 6月 4日～2020年 3月 31日） 

分 野 氏 名 所属等（2019年 11月 1日現在） 

豊岡市地域 

コミュニティ 

アドバイザー 

◎ 作野 広和 
島根大学 教育学部 

教授 

市 民 ○ 木村 尚子 
一般社団法人 暮らしの学校農楽 

代表理事 

関係団体又は 

機関の職員 
小熊 美恵子 

社会福祉法人 豊岡市社会福祉協議会 

事務局次長 兼 地域福祉課長 

学識経験を 

有 す る 者 
今西 幸蔵 

桃山学院教育大学 教育学部 客員教授 

高野山大学 文学部 客員教授 

学識経験を 

有 す る 者 
井原 友建 

特定非営利活動法人 地域再生研究センター 

主任研究員 

市 民 上田 利幸 元竹野南地区コミュニティ支援員 

市 民 西村 充春 
豊岡市区長連合会会長 

下陰区長 

市 民 森本 七重 ななえの学校～きまぐれ教室～ 代表 

◎委員長 ○副委員長 
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